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　令和６年１月１日に発生した「令和６年能登半島地震」は、最大震度７を観測
し、多くの尊い命が失われ、住家被害は 10 万棟を超えるなど、県政史上未曾有
の大災害となりました。

　さらに、震災から約８か月後の、９月 21 日に発生した「令和６年奥能登豪雨」
では、線状降水帯の発生により県内で初めて大雨特別警報が発表され、輪島市と
珠洲市において 24 時間雨量が観測史上最大となるなど奥能登地域を中心に記録
的な大雨となり、河川の氾濫や浸水被害、土砂災害等により、能登地域は壊滅的
な状況となりました。

　大規模な震災からの復旧途上にある被災地に、こうした大水害が追い打ちをか
けるように発生することは、我が国の災害史上初めてのことであり、今回の災害
は、極めて異例な複合災害といえます。改めて、お亡くなりになられた方々のご
冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた皆様方に心からお見舞いを申し上げ
ます。

　こうした状況の中、本県では、地震や豪雨の発災直後から、国や関係機関など、
多くの県内外からの温かいご支援、ご協力を頂きながら、復旧から復興に向けた
動きを少しずつ進展しており、引き続き、地震と豪雨からの本格的な復旧と創造
的復興に向け、全力で取り組んでまいる所存です。

　このたび、能登半島地震及び奥能登豪雨による公共土木施設等の被害状況と、
これまでに実施した応急対応、復旧に向けたあゆみを冊子としてとりまとめまし
た。

　令和６年の地震、豪雨の発生後も、本県をはじめ、全国各地で大規模な自然災
害が頻発しており、いまや災害はいつどこで発生してもおかしくない状況であり、
この冊子が今後の減災・防災に向けた取り組みに少しでもお役に立てれば幸いで
す。

� 石川県土木部長　本田　琢

前書き
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・被災した石垣から回収した石材について、金沢城公園「いもり堀園地」において見学ルートや解説板
  を整備し、公開

令和６年能登半島地震及び奥能登豪雨の 発生からこれまでの主な歩み
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１ 地震の概要
・発生時刻 令和６年１月１日１６時１０分

・震源地 石川県能登地方（震源の深さ１６ｋｍ）

・地震の規模  マグニチュード７．６

・震度 震度７ 輪島市、志賀町
震度６強 七尾市、珠洲市、穴水町、能登町
震度６弱 中能登町
震度５強 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市

かほく市、能美市、宝達志水町
震度５弱 白山市、津幡町、内灘町
震度４ 野々市市、川北町

・大津波警報 ※本県で初めて発表
令和６年１月１日 １６時２２分 発表（石川県能登）
令和６年１月２日 １時１５分 津波警報に切替

・津波警報
令和６年１月１日～２日（石川県能登、石川県加賀）

２ 被害状況 ２ 被害状況

３ 法指定状況
１月 １日 ・災害救助法適用（17市町）

➢金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市
かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町
中能登町、穴水町、能登町

１月 ６日 ・被災者生活再建支援法適用（県内全市町）
１月１１日 ・激甚災害［本激］指定

・特定非常災害指定（特定非常災害特別措置法）
１月１９日 ・非常災害指定（大規模災害復興法）

３ 法指定状況

１ 豪雨の概要
・顕著な大雨に関する気象情報（線状降水帯の発生）
令和６年９月２１日 ９時７分 発表（能登地方）

・記録的短時間大雨情報（1時間100mm以上の大雨）
令和６年９月２１日 ５回発表（輪島市、能登町）

・大雨特別警報 ※本県で初めて発表
令和６年９月２１日 １０時５０分 発表
→輪島市、珠洲市、能登町
令和６年９月２２日 １０時１０分 大雨警報に切替

・大雨警報
令和６年９月２１日～２３日 ８市町
→七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市

志賀町、中能登町、穴水町、能登町
・最大 1  時間降水量︓ 121.0ミリ（輪島）

84.5ミリ（珠洲）
・最大 48 時間降水量︓ 498.5ミリ（輪島）

394.0ミリ（珠洲）
※すべて観測史上最大

９月２１日 ・災害救助法適用（６市町）
➢七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町

１０月 ９日 ・被災者生活再建支援法適用（２市）
➢輪島市、珠洲市

１０月３０日 ・激甚災害［本激］指定

R7.9月末時点 R7.9月末時点
＞害被家住＜＞害被的人＜

棟761,6壊全人356者死
228 人
425 人

半壊
一部破損

18,723 棟
91,510 棟

　うち直接死
　うち災害関連死

棟6水浸上床人2者明不方行
棟5水浸下床人272,1者傷負

　うち重傷 396 人
棟114,611計合人729,1計合

＞害被家住＜＞害被的人＜
棟28壊全人91者死
棟856壊半人61死接直ちう　

　うち災害関連死 3 人 一部破損 159 棟
床上浸水 74 棟

棟829水浸下床人74者傷負
人2傷重ちう　

棟109,1計合人66計合
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公共土木施設被害 ６,３５０件 約１兆８９３億円

住家被害 １１８,３１２棟

輪島市

珠洲市

能登町

穴水町

七尾市

羽咋市

志賀町

中能登町

宝達志水町

かほく市

内灘町 津幡町

金沢市

白山市

小松市

能美市
川北町

加賀市

野々市市

２

５

能登半島地震 奥能登豪雨 能登半島地震 奥能登豪雨

全 壊 6,249 6,167 82 床 上 浸 水 80 6 74

半 壊 19,381 18,723 658 床 下 浸 水 933 5 928

一 部 破 損 91,669 91,510 159

小計 117,299 116,400 899 小計 1,013 11 1,002

118,312 116,411 1,901合計

体全体全 被害内容被害内容

県管理 2,709 件 5,623 億円 2,491 件 3,507 億円 218 件 2,116 億円

市町管理 3,641 件 5,270 億円 3,232 件 3,971 億円 409 件 1,299 億円

合計 6,350 件 10,893 億円 5,723 件 7,478 億円 627 件 3,415 億円

全体内訳
能登半島地震 奥能登豪雨

道路、橋梁 4,247 件 6,395 億円 3,880 件 3,822 億円 367 件 2,573 億円

河川、海岸 1,164 件 1,961 億円 944 件 1,336 億円 220 件 625 億円

砂防 133 件 422 億円 96 件 213 億円 37 件 209 億円

港湾 396 件 492 億円 396 件 492 億円 0 件 0 億円

その他 410 件 1,623 億円 407 件 1,615 億円 3 件 8 億円

合計 6,350 件 10,893 億円 5,723 件 7,478 億円 627 件 3,415 億円

内訳 全体
能登半島地震 奥能登豪雨

７

３

６

R7.9末時点

R7.2末時点

奥能登豪雨による被害

⑤ 県道輪島浦上線 ⑥ 塚田川 ⑦ 鈴屋川

能登半島地震による被害

③ 県道松任宇ノ気線

隆起

② 輪島港

④ 金沢城公園

① のと里山海道

４

１

 

公
共
土
木
施
設
等
の
被
害
状
況

公共土木施設等の主な被害状況

（
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その他 410 件 1,623 億円 407 件 1,615 億円 3 件 8 億円

合計 6,350 件 10,893 億円 5,723 件 7,478 億円 627 件 3,415 億円

内訳 全体
能登半島地震 奥能登豪雨

７

３

６

R7.9末時点

R7.2末時点

奥能登豪雨による被害

⑤ 県道輪島浦上線 ⑥ 塚田川 ⑦ 鈴屋川

能登半島地震による被害

③ 県道松任宇ノ気線

隆起

② 輪島港

④ 金沢城公園

① のと里山海道

４

１

公共土木施設等の主な被害状況
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〇能越自動車道・のと里山海道では全１７８箇所の被災を確認しました。
〇盛土の崩壊は３４箇所であり、このうち通行機能に著しい支障が生じた盛土の
大規模崩壊は２８箇所でしたが、H19能登半島地震で復旧した箇所の被害は
ありませんでした。
〇橋梁については通行に影響を与えるような被害はありませんでした。

斜面崩壊 切土法面崩壊 盛土崩壊 橋梁損傷 路面 合計
箇所数 5 10 34 13 116 178箇所
割合 3% 6% 19% 7% 65% 100%

数字で見る被害状況

能越自動車道は富山県西部と能登半島を結び、また、のと里山海道は、南北に
細長い県土を一体的に結ぶ能登地域の産業・経済の大動脈であり、両路線ともに
大変重要な役割を担っています。
能登半島地震では、盛土の大規模な崩壊や路面に亀裂や段差が発生するなど

の甚大な被害が生じました。

位置図

①のと三井IC～のと里山空港IC間
至 金沢

至 輪島

斜面の崩壊

盛土の大規模崩壊

至 金沢

至 輪島

④徳田大津IC～横田IC間 ⑤上棚矢駄IC～西山IC間

⑤路面の亀裂

至 金沢

至 輪島

②能登大橋（金沢側）

橋梁背面の段差・崩壊

至 金沢

至 輪島

②能登大橋A2橋台（輪島側）

橋梁の損傷

③横田IC付近

盛土の大規模崩壊

至 金沢

至 輪島

能越自動車道・のと里山海道の主な被害状況 
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能越自動車道・のと里山海道の主な被害状況



10

輪島市役所 珠洲市役所

穴水町役場

能登町役場

国道249号

珠洲道路

穴水門前線

輪島浦上線

国道249号

◎

◎

〇

〇

②

③

④

①

⑥

⑦

⑤

位置図

：地震による通行止箇所
：豪雨による通行止箇所

凡例

県管理道路では能登半島地震によって最大で42路線、87箇所が通行止めになり、
更に9月の豪雨によって新たに25路線、48箇所が通行止めになりました。
発災直後は、能登へのアクセスルートが遮断され、奥能登全体が孤立状態となりまし
た。

※地震による箇所は含めない

【能登半島地震】

最大 42路線87箇所
（令和6年1月4日 8:00時点）

県管理道路 通行止め箇所数

【奥能登豪雨】
最大 25路線48箇所

（令和6年9月22日 16:00時点）

数字で見る被害状況

⑥（国）249号 珠洲市真浦町～仁江町

道路の崩落

トンネル坑口が崩土で埋塞

地震

③（主）七尾輪島線 輪島市杉平町

土砂の流入
豪雨

土砂や流木の堆積
豪雨

⑦（主）宇出津町野線 輪島市町野町寺山

路面の亀裂

①（国）249号 穴水町志ケ浦

地震

④（主）珠洲穴水線 能登町当目

路面の亀裂
地震

②（主）輪島浦上線 輪島市鵜入町

道路の崩落
地震

⑤（一）粟津正院線 珠洲市三崎町粟津

道路の陥没
豪雨

国土地理院地図より作成

県管理道路の主な被害状況 
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県管理道路の主な被害状況
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ダム堤体被覆材の目開き海岸堤防の倒壊

河川の埋塞

河川護岸の損壊橋りょうの流失

河川護岸の損壊

地震地震

地震地震

豪雨豪雨

⑥熊木川 七尾市中島町西谷内⑤河原田川 輪島市横地町（姫田橋）

③ 三崎海岸 珠洲市三崎町寺家 ④ 小屋ダム 珠洲市宝立町柏原

①八ケ川 輪島市門前町山辺 ②河北潟西部承水路 内灘町室

能登半島地震により、県管理の88河川で河道埋塞、堤防沈下、護岸損壊等が、11海岸で
護岸損壊等の被害が発生しました。また、県管理の3ダムにおいて、ダム周辺の斜面崩落や管
理棟の破損等が発生し、このうち小屋ダムについては、堤体の一部にも変状が生じました。
さらに、奥能登豪雨では、県管理の28河川が氾濫し、38河川で流木・土砂の堆積、護岸損
壊等の被害が発生しました。
奥能登地区では、低山地と丘陵地が大半を占める地理的特性から、急流河川が多数存在
しており、特に河川延長が短く、流域面積が小さい河川では、降雨が短時間で河川に流入・流
下し、急激に水位が上昇する事象がみられました。

奥能登豪雨における河川の水位状況
「顕著な大雨に関する情報」の発表から、短時間で河川の水位が急激に上昇
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︓被災河川
︓被災海岸

凡例

︓被災ダム

⑥

中能登地区

②

①

③

④⑤

位置図 奥能登地区

県央地区（河北潟周辺）

国土地理院地図より作成

河川・海岸・ダムの主な被害状況 
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位置図 奥能登地区
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国土地理院地図より作成

河川・海岸・ダムの主な被害状況
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がけ崩れ

能登半島地震により424件、奥能登豪雨では273件の土砂災害が発生しました。
地震により、単一の県で発生した土砂災害としては過去最大の件数となりました。土砂災
害の形態としては、地震災害では外浦沿岸部を中心に地すべり、豪雨災害では地震で緩
んだ地盤から土砂や流木が流出する土石流等による被害が多く発生しました。

数字で見る被害状況

74 65 34
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珠洲市 能登町 穴水町 輪島市 七尾市 志賀町 羽咋市 内灘町 津幡町 かほく市 金沢市

市町別土砂災害発生件数

令和６年能登半島地震 令和６年奥能登豪雨

140
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45

338

59
6 1 2 4 1 19

金沢市周辺位置図

⑦

①

⑧
②

③

④

⑤

⑥

地すべり

がけ崩れ がけ崩れ

土石流等 土石流等

地すべり土石流等

地震 豪雨
土砂災害発生箇所

17
11

⑥ 金沢市田上新町⑤ 七尾市中島町笠師

⑦ 輪島市久手川町 ⑧ 輪島市町野町寺山

③ 珠洲市宝立町宗玄 ④ 能登町藤波

② 珠洲市高屋町① 輪島市市ノ瀬町

国土地理院地図より作成
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地震地震

地震

地震地震

豪雨豪雨

砂防の主な被害状況 
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⑦ 輪島市久手川町 ⑧ 輪島市町野町寺山

③ 珠洲市宝立町宗玄 ④ 能登町藤波

② 珠洲市高屋町① 輪島市市ノ瀬町

国土地理院地図より作成

地震

地震地震

地震

地震地震

豪雨豪雨

砂防の主な被害状況
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能登半島地震により、県管理の10港湾全てにおいて、岸壁や物揚場、防波堤、臨港道路、
ふ頭用地など、多くの施設が被災しました。
県内各地の港湾で地震の揺れによる被害（護岸や岸壁の変位・損壊等）が発生したほか、
外浦側では地盤隆起による被害（岸壁や物揚場の損壊、水深の変化による漁船の座礁等）、
内浦側では津波による被害（防波堤の損壊、漁船の転覆、背後地の浸水等）が発生しました。
さらに、金沢港や七尾港では、液状化による被害が発生しました。
これらの被害により、被災地への物資・人員の輸送に支障が出たほか、荷役や漁業等の生業
にも大きな支障が出ました。

港湾施設の被災件数

① 金沢港

港名 件数 港名 件数

金沢港 23 宇出津港 54

七尾港 193 穴水港 47

輪島港 65 福浦港 8

飯田港 32 滝港 15

小木港 43 塩屋港 1

合計 481件

位置図 被害の特徴

︓重要港湾
︓地方港湾

塩屋港

金沢港

輪島港

穴水港

福浦港
宇出津港

七尾港

飯田港

小木港

滝港

①

国土地理院公表の資料を加工して作成

津波被害

隆起被害

②

③
④

⑤⑥
⑦

段差（約60cm）

隆起（約1.5ｍ）

物揚場の隆起ふ頭用地の液状化

ふ頭用地の液状化

臨港道路の陥没津波による漁船の転覆

沈下による冠水 物揚場の損壊

⑤ 小木港④ 飯田港

③ 輪島港

⑥ 宇出津港 ⑦ 穴水港

② 七尾港

港湾の主な被害状況 
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外浦側では地盤隆起による被害（岸壁や物揚場の損壊、水深の変化による漁船の座礁等）、
内浦側では津波による被害（防波堤の損壊、漁船の転覆、背後地の浸水等）が発生しました。
さらに、金沢港や七尾港では、液状化による被害が発生しました。
これらの被害により、被災地への物資・人員の輸送に支障が出たほか、荷役や漁業等の生業
にも大きな支障が出ました。

港湾施設の被災件数

① 金沢港

港名 件数 港名 件数

金沢港 23 宇出津港 54

七尾港 193 穴水港 47

輪島港 65 福浦港 8

飯田港 32 滝港 15

小木港 43 塩屋港 1

合計 481件

位置図 被害の特徴

︓重要港湾
︓地方港湾

塩屋港
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輪島港

穴水港

福浦港
宇出津港

七尾港

飯田港

小木港

滝港

①

国土地理院公表の資料を加工して作成

津波被害

隆起被害

②

③
④

⑤⑥
⑦

段差（約60cm）

隆起（約1.5ｍ）

物揚場の隆起ふ頭用地の液状化

ふ頭用地の液状化

臨港道路の陥没津波による漁船の転覆

沈下による冠水 物揚場の損壊

⑤ 小木港④ 飯田港

③ 輪島港

⑥ 宇出津港 ⑦ 穴水港

② 七尾港

港湾の主な被害状況
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液状化による
浮上

・金沢城公園：石垣崩落(5箇所)、石垣変形(23箇所)、建物壁の破損等(鶴丸倉庫、河北門)
・兼六園：石垣崩落(2箇所)、灯篭の破損、建物壁の破損等
・奥卯辰山健民公園：さくらひろばの法面崩壊
・能登歴史公園(国分寺地区)：浄化槽の浮上、駐車場舗装のクラック・沈下、建物外構の破損等
・木場潟公園(北園地・南園地)：浄化槽の浮上

④ 金沢城公園（本丸南石垣）

⑥ 木場潟公園（北園地）⑤ 兼六園（栄螺山石垣）

② 奥卯辰山健民公園① 能登歴史公園（国分寺地区）

③ 金沢城公園（玉泉院丸南西石垣）

さくらひろば法面の崩壊浄化槽の浮上

前倒れにより
石材に隙間

石垣の崩落石垣の変形

石垣の崩落

全17
公園

被害
5公園

被害を受けた県営都市公園数

金沢城公園、兼六園、奥卯辰山健民公園、
能登歴史公園、木場潟公園
※国の災害復旧事業で被災施設の復旧を実施する公園

位置図

兼六園

③玉泉院丸南西石垣

④本丸南石垣

⑤栄螺山石垣

金沢城公園

新丸

二ノ丸

三ノ丸

浄化槽の浮上

 県営都市公園については、 能登半島地震により、 敷地内の浄化槽の浮上や
建物の破損などの被害が５箇所の公園で発生しました。
 特に金沢城公園や兼六園では、 国指定の文化財でもある両園の歴史的価値
を有する石垣に崩落や変状などの被害が確認されました。

都市公園の主な被害状況 
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浮上

・金沢城公園：石垣崩落(5箇所)、石垣変形(23箇所)、建物壁の破損等(鶴丸倉庫、河北門)
・兼六園：石垣崩落(2箇所)、灯篭の破損、建物壁の破損等
・奥卯辰山健民公園：さくらひろばの法面崩壊
・能登歴史公園(国分寺地区)：浄化槽の浮上、駐車場舗装のクラック・沈下、建物外構の破損等
・木場潟公園(北園地・南園地)：浄化槽の浮上

④ 金沢城公園（本丸南石垣）

⑥ 木場潟公園（北園地）⑤ 兼六園（栄螺山石垣）

② 奥卯辰山健民公園① 能登歴史公園（国分寺地区）

③ 金沢城公園（玉泉院丸南西石垣）

さくらひろば法面の崩壊浄化槽の浮上

前倒れにより
石材に隙間

石垣の崩落石垣の変形

石垣の崩落

全17
公園

被害
5公園

被害を受けた県営都市公園数

金沢城公園、兼六園、奥卯辰山健民公園、
能登歴史公園、木場潟公園
※国の災害復旧事業で被災施設の復旧を実施する公園

位置図

兼六園

③玉泉院丸南西石垣

④本丸南石垣

⑤栄螺山石垣

金沢城公園

新丸

二ノ丸

三ノ丸

浄化槽の浮上

 県営都市公園については、 能登半島地震により、 敷地内の浄化槽の浮上や
建物の破損などの被害が５箇所の公園で発生しました。
 特に金沢城公園や兼六園では、 国指定の文化財でもある両園の歴史的価値
を有する石垣に崩落や変状などの被害が確認されました。

都市公園の主な被害状況
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県内各地で地震の影響により、広範囲に液状化現象が発生し、多くの公共施
設や住宅等の建物が被害を受けました。
特に内灘町宮坂～かほく市大崎までの区間については、液状化によって、地盤が
水平方向に動く「側方流動」が広範囲で起き、道路が波打ち、建物のみならず宅
地も大きく変形・移動するなど、極めて甚大な被害が発生しました。

●主な被害状況

市 町 名 面 積 宅 地 数

金 沢 市 約 ３１ ｈａ 約 ７５０ 戸

羽 咋 市 約 ２４ ｈａ 約 ５３０ 戸

か ほ く 市 約 ４５ ｈａ 約 ５００ 戸

内 灘 町 約１２６ ｈａ 約  ２,０００ 戸

被災前 被災後

道路（県道）が隆起

被害状況
（内灘町西荒屋）

向粟崎・旭ケ丘、 大根布・鶴ケ丘
宮坂、 西荒屋、 室・湖西③ 内灘町

被害状況（向粟崎）

被害状況（大川町）

大川町、 本町・的場町
御坊山、 千里浜町・島出町① 羽咋市

④ 金沢市 粟崎町

被害状況（粟崎町）

大崎、 七窪

被害状況（大崎）

② かほく市

①

②

③
④

道路舗装の隆起、電柱の傾倒、マンホールの浮き上がりや水道管の破損による
断水などのほか、広範囲にわたる宅地に甚大な被害をもたらした。

凡 例
… 被害箇所

「側方流動」のイメージ

液状化の主な被害状況 
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道路舗装の隆起、電柱の傾倒、マンホールの浮き上がりや水道管の破損による
断水などのほか、広範囲にわたる宅地に甚大な被害をもたらした。

凡 例
… 被害箇所

「側方流動」のイメージ

液状化の主な被害状況
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能登半島地震の被害
　全壊6,167棟、半壊18,723棟、一部破損91,510棟、床上浸水6棟、床下浸水5棟
の計116,411棟の住家や、土蔵、車庫、塀、寺社等の非住家38,013棟に被害が発生
しました。（R7.9末時点）

引用：令和６年能登半島地震建築物被害調査報告（速報）（国土技術政策総合研究所）、石川県ホームページ

被災建築物応急危険度判定の実施

被災した建築物の被害状況及び安全性を応急的に判断する「応急危険度判定」により、建築物の危険度
を「危険」、「要注意」、「調査済」に分類し二次被害の防止に努めました。

実施市町︓11市町
（七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋市、かほく市、
内灘町、志賀町、宝達志水町、 中能登町、
穴水町、能登町）

実施期間︓令和６年１月４日～１月21日
（延べ18日間）

判定士数︓延べ1,916人
実施件数︓31,600棟

奥能登豪雨の被害
　全壊82棟、半壊658棟、一部破損159棟、床上浸水74棟、床下浸水928棟の計
1,901棟の住家や、603棟の非住家に被害が発生しました。（R7.9末時点）
　また、輪島市、珠洲市及び能登町の仮設住宅において、床上浸水6団地218戸、床下
浸水11団地422戸の被害が発生しました。

輪島市門前町

輪島市河井町

珠洲市大谷地区 輪島市門前町

1,694

486
317

7
0

500

1,000

1,500

2,000

輪島市 珠洲市 能登町 その他

（棟） 市町別住家・非住家被害棟数

全壊 半壊

一部損壊 床上浸水

床下浸水 非住家被害

輪島市宅田町数字で見る被害状況

20,862
22,740

11,672

22,343

12,270

7,189
4,559

3,838
1,785

3,151
1,524

69

3,647
3,464

11,444

2,048

5,991
5,798

10,030

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000
（棟）

市町別住家・非住家被害棟数

全壊 半壊

一部破損 床上浸水

床下浸水 非住家被害

数字で見る被害状況

穴水町大町 志賀町

能登町宇出津

珠洲市宝立町

七尾市一本杉町

住宅の主な被害状況 
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能登半島地震の被害
　全壊6,167棟、半壊18,723棟、一部破損91,510棟、床上浸水6棟、床下浸水5棟
の計116,411棟の住家や、土蔵、車庫、塀、寺社等の非住家38,013棟に被害が発生
しました。（R7.9末時点）

引用：令和６年能登半島地震建築物被害調査報告（速報）（国土技術政策総合研究所）、石川県ホームページ

被災建築物応急危険度判定の実施
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実施期間︓令和６年１月４日～１月21日
（延べ18日間）

判定士数︓延べ1,916人
実施件数︓31,600棟

奥能登豪雨の被害
　全壊82棟、半壊658棟、一部破損159棟、床上浸水74棟、床下浸水928棟の計
1,901棟の住家や、603棟の非住家に被害が発生しました。（R7.9末時点）
　また、輪島市、珠洲市及び能登町の仮設住宅において、床上浸水6団地218戸、床下
浸水11団地422戸の被害が発生しました。
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住宅の主な被害状況
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① 珠洲市宝立町鵜飼

隆起したマンホール

管路の被害状況（カメラ調査）

変形（輪島市） 継手のズレ（輪島市）たわみ（金沢市）

下水道については、県内17市町が被災し、特に能登６市町での被害が甚大となり
ました。下水処理場やポンプ場が被災し処理機能が停止したほか、マンホールの隆起
や管路の破損が相次ぎ、広範囲で下水道が利用できなくなりました。
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T

T T

T
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T

T

PP

P P

被災処理場
被災ポンプ場

T
P

数字で見る被害状況
・処理施設：下水処理場25箇所・ポンプ場12箇所（11市町）
・下水管路：県全体6,334㎞のうち約372㎞で被災、うち能登6市町で約233㎞

（野々市市、川北町を除く17市町が被災）

TT

T
T

TT

T

T

T

T

T

P

P

P

P

P

P

①
② 珠洲市浄化センター

破損した水処理施設

③ 輪島市堀町

下水管上の道路の陥没

④ 七尾市石崎町

②
③

⑤

⑤ 羽咋浄化センター

濃縮槽の浮上

陥没した道路とマンホール

⑥ 内灘町西荒屋

液状化による被害

④

⑥

P

震度 管路延長(km) 被災延長(km) 被災率(%)
7 6334.0 372.0 5.9

七尾市 6強 231.1 64.7 28.0
輪島市 7 171.6 44.2 25.8
珠洲市 6強 104.3 72.0 69.0
志賀町 7 148.2 9.2 6.2
穴水町 6強 39.0 23.2 59.5
能登町 6弱 78.5 19.9 25.4
小計 7 772.7 233.2 30.2

石川県全体

能
登
6
市
町

能登６市町では、
管路延長の約3割
が被災

下水道の主な被害状況 
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① 珠洲市宝立町鵜飼

隆起したマンホール

管路の被害状況（カメラ調査）

変形（輪島市） 継手のズレ（輪島市）たわみ（金沢市）

下水道については、県内17市町が被災し、特に能登６市町での被害が甚大となり
ました。下水処理場やポンプ場が被災し処理機能が停止したほか、マンホールの隆起
や管路の破損が相次ぎ、広範囲で下水道が利用できなくなりました。
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・処理施設：下水処理場25箇所・ポンプ場12箇所（11市町）
・下水管路：県全体6,334㎞のうち約372㎞で被災、うち能登6市町で約233㎞
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下水管上の道路の陥没

④ 七尾市石崎町

②
③

⑤

⑤ 羽咋浄化センター

濃縮槽の浮上

陥没した道路とマンホール

⑥ 内灘町西荒屋

液状化による被害

④

⑥

P

震度 管路延長(km) 被災延長(km) 被災率(%)
7 6334.0 372.0 5.9

七尾市 6強 231.1 64.7 28.0
輪島市 7 171.6 44.2 25.8
珠洲市 6強 104.3 72.0 69.0
志賀町 7 148.2 9.2 6.2
穴水町 6強 39.0 23.2 59.5
能登町 6弱 78.5 19.9 25.4
小計 7 772.7 233.2 30.2

石川県全体

能
登
6
市
町

能登６市町では、
管路延長の約3割
が被災

下水道の主な被害状況
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②フランジ部からの漏水①継手の離脱

中能登町徳前 地内七尾市石崎町 地内

①護岸の倒壊 ②護岸の傾斜

和倉温泉の護岸については、能登半島地震により延長約3.5ｋｍに渡って被災
し、護岸の倒壊や傾斜などの被害が発生しました。
和倉温泉は、北陸で唯一の海の温泉として県内はもとより、全国的にも有名な温
泉地であり、護岸沿いに立ち並ぶ、旅館の多くにも被害が生じました。

石川県水道用水供給事業は、鶴来浄水場から北は七尾市、南は加賀市まで、
県内９市４町に水道用水を供給しています。
県水送水管については、能登半島地震により、送水管継手が離脱し漏水する
被害が、中能登町以北で集中的に発生し、内灘町以北への送水が停止しました。
一方で、２系統化が完了している区間では、被害がありませんでした。

③

③護岸の倒壊 ④護岸の傾斜

①

②

④

ハーバーハウス
和倉

和倉温泉の護岸の主な被害状況 
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②フランジ部からの漏水①継手の離脱

中能登町徳前 地内七尾市石崎町 地内

①護岸の倒壊 ②護岸の傾斜

和倉温泉の護岸については、能登半島地震により延長約3.5ｋｍに渡って被災
し、護岸の倒壊や傾斜などの被害が発生しました。
和倉温泉は、北陸で唯一の海の温泉として県内はもとより、全国的にも有名な温
泉地であり、護岸沿いに立ち並ぶ、旅館の多くにも被害が生じました。

石川県水道用水供給事業は、鶴来浄水場から北は七尾市、南は加賀市まで、
県内９市４町に水道用水を供給しています。
県水送水管については、能登半島地震により、送水管継手が離脱し漏水する
被害が、中能登町以北で集中的に発生し、内灘町以北への送水が停止しました。
一方で、２系統化が完了している区間では、被害がありませんでした。

③

③護岸の倒壊 ④護岸の傾斜

①

②

④

ハーバーハウス
和倉

石川県水道用水送水管の主な被害状況
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地 震 被 災 状 況

珠洲土木事務所奥能登土木総合事務所

大聖寺土木事務所

津幡土木事務所

県央土木総合事務所

中能登土木総合事務所寺家庁舎

羽咋土木事務所

中能登土木総合事務所
七尾港湾事務所

駐車場汚泥堆積

珠洲土木事務所

外構亀裂 入口損壊

奥能登土木総合事務所

外構亀裂 ブロック塀倒壊 倉庫倒壊

中能登土木総合事務所

渡り廊下繋ぎ目亀裂

津幡土木事務所

倉庫２棟傾斜

大聖寺土木事務所

外構亀裂

七尾港湾事務所

庁舎傾斜

被災庁舎位置図

奥能登土木総合事務所

庁舎浸水 車庫浸水

公用車浸水

県内の出先事務所では、地震により９庁舎において、庁舎の傾斜・ひび割れ、外構
亀裂や給水・下水使用不能などの被害が生じました。
また、豪雨では、奥能登土木総合事務所において、庁舎や公用車への浸水のほか、
駐車場の汚泥堆積などの被害が生じました。

豪 雨 被 災 状 況

庁舎等の主な被害状況 

公
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状
況
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た
）
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地 震 被 災 状 況

珠洲土木事務所奥能登土木総合事務所

大聖寺土木事務所

津幡土木事務所

県央土木総合事務所

中能登土木総合事務所寺家庁舎

羽咋土木事務所

中能登土木総合事務所
七尾港湾事務所

駐車場汚泥堆積

珠洲土木事務所

外構亀裂 入口損壊

奥能登土木総合事務所

外構亀裂 ブロック塀倒壊 倉庫倒壊

中能登土木総合事務所

渡り廊下繋ぎ目亀裂

津幡土木事務所

倉庫２棟傾斜

大聖寺土木事務所

外構亀裂

七尾港湾事務所

庁舎傾斜

被災庁舎位置図

奥能登土木総合事務所

庁舎浸水 車庫浸水

公用車浸水

県内の出先事務所では、地震により９庁舎において、庁舎の傾斜・ひび割れ、外構
亀裂や給水・下水使用不能などの被害が生じました。
また、豪雨では、奥能登土木総合事務所において、庁舎や公用車への浸水のほか、
駐車場の汚泥堆積などの被害が生じました。

豪 雨 被 災 状 況

庁舎等の主な被害状況
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国土交通省提供

県管理道路については被災後、最大４２路線８７箇所の通行止めが発生し、孤立集落が多
数発生しました。道路啓開を全力で進め、発災３日後の１月４日には、救援活動に必要な大
型車両の、２市２町へのアクセスルートを確保した一方、陸路から到達困難な箇所においては、
国土交通省と自衛隊が連携し、空や海から作業人員や資機材を搬入し、陸路に加えて空や海側
からの「くしの歯状」の道路啓開を実施しました。

位置図

ヘリコプター等による空からの救命活動や支援物資の輸送

凡 例
︓通行止め箇所

︓２市２町への主要ルート
一般 道

自動車専用道路

①（主）輪島浦上線 輪島市光浦町

国土交通省提供

①
②（国）249号 珠洲市真浦町

能登半島特有の3方面が海で囲まれ、アクセスが限られる
地形により陸路での啓開作業が進みにくい箇所がありました

②（国）249号 珠洲市大谷町

①（主）輪島浦上線 輪島市大沢町

国土交通省提供 国土交通省提供

海や空 から
救命活動や復旧活動を実施

海から空から

海からの重機の運搬など、陸路に代わるルートの活用

②

【コラム】陸路の断絶 
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国土交通省提供

県管理道路については被災後、最大４２路線８７箇所の通行止めが発生し、孤立集落が多
数発生しました。道路啓開を全力で進め、発災３日後の１月４日には、救援活動に必要な大
型車両の、２市２町へのアクセスルートを確保した一方、陸路から到達困難な箇所においては、
国土交通省と自衛隊が連携し、空や海から作業人員や資機材を搬入し、陸路に加えて空や海側
からの「くしの歯状」の道路啓開を実施しました。

位置図

ヘリコプター等による空からの救命活動や支援物資の輸送

凡 例
︓通行止め箇所

︓２市２町への主要ルート
一般 道

自動車専用道路

①（主）輪島浦上線 輪島市光浦町

国土交通省提供

①
②（国）249号 珠洲市真浦町

能登半島特有の3方面が海で囲まれ、アクセスが限られる
地形により陸路での啓開作業が進みにくい箇所がありました

②（国）249号 珠洲市大谷町

①（主）輪島浦上線 輪島市大沢町

国土交通省提供 国土交通省提供

海や空 から
救命活動や復旧活動を実施

海から空から

海からの重機の運搬など、陸路に代わるルートの活用

②

【コラム】陸路の断絶
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復旧事例（のと里山海道）〔直轄権限代行による復旧〕

被 災 状 況

応急復旧状況

箇所① 穴水IC～越の原IC 箇所③ 徳田大津IC付近箇所② 越の原IC～横田IC

橋台背面の盛土が崩壊

箇所①
箇所②

箇所③

位置図

２．傾斜計の設置

迂回 路 地表傾斜計

警報機
＜設置イメージ＞

崩壊した盛土

パトランプ
通信機

工事前 工事後

・全区間で２車線の通行（対面通行）を確保しましたが、徳田大津IC以北では、
迂回路のカーブや勾配が急な箇所が残り、大雪時の交通障害が懸念されました。

発災翌日から、昼夜を問わず復旧作業
を行い、順次供用を再開し、令和６年９
月には全区間で対面通行が可能となりま
した。
徳田大津ICから穴水IC間については、

盛土の大規模な崩壊などの甚大な被害が
生じたことから、発災直後より国の権限
代行で災害復旧工事が進められています。

１．迂回路のカーブや勾配を緩やかにする工事を実施しました。

・大規模崩壊箇所には、計測機器を設置し、
自動観測による遠方監視を行いました。これにより、異
常な変化をリアルタイムで把握することが可能となり、
迂回路の安全を確保しています。

時系 列 通行状況
金沢・能登間の所要時間

輪島方面 金沢方面

震災前 全線通行可
（70km/h～80km/h） １時間半 １時間半

震災直後 全線通行止め ６時間半 ６時間半

震災３日後 柳田以北通行止め ４時間 ４時間

R6.3月以降 能登方面のみ通行可 ２時間 ２時間半

R6.9月以降 全線通行可
（徳田大津JCT～のと三井IC間は40km/h） ２時間 ２時間

※所要時間は県庁～のと三井ICを想定

工夫①

工夫②

2．冬期の安全性確保のため、凍結防止剤散布装置や遠赤外線融雪装置を
設置しました。

対策後 対策後

凍 結 防 止 剤 散 布 装 置 遠 赤 外 線 融 雪 装 置
※国土交通省 記者発表資料

至金沢

至 輪島

至 金沢 至 金沢

至 輪島
至 輪島

道路盛土が崩壊道路盛土が崩壊

至 金沢

至 輪島

至 金沢

至 輪島

至 金沢

至 輪島

課 題

至 金沢

至 輪島

七尾市中島町地内

至 輪島

至 金沢

至 金沢

至 輪島

七尾市中島町地内 七尾市中島町地内
至 金沢

至 輪島

 

早
期
復
旧
に
向
け
た
取
り
組
み

能越自動車道・のと里山海道の早期復旧に 向けた取り組み

（
一
日
も
早
い
復
旧
を
目
指
し
て
こ
ん
な
工
夫
を
し
ま
し
た
）
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復旧事例（のと里山海道）〔直轄権限代行による復旧〕

被 災 状 況

応急復旧状況

箇所① 穴水IC～越の原IC 箇所③ 徳田大津IC付近箇所② 越の原IC～横田IC

橋台背面の盛土が崩壊

箇所①
箇所②

箇所③

位置図

２．傾斜計の設置

迂回 路 地表傾斜計

警報機
＜設置イメージ＞

崩壊した盛土

パトランプ
通信機

工事前 工事後

・全区間で２車線の通行（対面通行）を確保しましたが、徳田大津IC以北では、
迂回路のカーブや勾配が急な箇所が残り、大雪時の交通障害が懸念されました。

発災翌日から、昼夜を問わず復旧作業
を行い、順次供用を再開し、令和６年９
月には全区間で対面通行が可能となりま
した。
徳田大津ICから穴水IC間については、

盛土の大規模な崩壊などの甚大な被害が
生じたことから、発災直後より国の権限
代行で災害復旧工事が進められています。

１．迂回路のカーブや勾配を緩やかにする工事を実施しました。

・大規模崩壊箇所には、計測機器を設置し、
自動観測による遠方監視を行いました。これにより、異
常な変化をリアルタイムで把握することが可能となり、
迂回路の安全を確保しています。

時系 列 通行状況
金沢・能登間の所要時間

輪島方面 金沢方面

震災前 全線通行可
（70km/h～80km/h） １時間半 １時間半

震災直後 全線通行止め ６時間半 ６時間半

震災３日後 柳田以北通行止め ４時間 ４時間

R6.3月以降 能登方面のみ通行可 ２時間 ２時間半

R6.9月以降 全線通行可
（徳田大津JCT～のと三井IC間は40km/h） ２時間 ２時間

※所要時間は県庁～のと三井ICを想定

工夫①

工夫②

2．冬期の安全性確保のため、凍結防止剤散布装置や遠赤外線融雪装置を
設置しました。

対策後 対策後

凍 結 防 止 剤 散 布 装 置 遠 赤 外 線 融 雪 装 置
※国土交通省 記者発表資料

至金沢

至 輪島

至 金沢 至 金沢

至 輪島
至 輪島

道路盛土が崩壊道路盛土が崩壊

至 金沢

至 輪島

至 金沢

至 輪島

至 金沢

至 輪島

課 題

至 金沢

至 輪島

七尾市中島町地内

至 輪島

至 金沢

至 金沢

至 輪島

七尾市中島町地内 七尾市中島町地内
至 金沢

至 輪島

能越自動車道・のと里山海道の早期復旧に 向けた取り組み
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復旧事例（[主]輪島浦上線）
被 災 状 況

市道や林道等を利用した
くしの歯状の啓開を実施

復旧事例（国道249号）〔直轄権限代行による復旧〕

位置図

逢坂トンネル工区

大谷トンネル・
ループ橋工区

大川浜工区

千枚田工区

中屋トンネル工区

国道249号
（直轄権限代行区間）

孤立解消に向けた啓開作業

本復旧工事については、令和１０年度末までの完了を目指し、順次着手しております。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

道路

施設名
期長期中期短

復旧に合わせた強靱化本復旧応急復旧

今後の見通し

・早期の道路啓開
・大量の崩落土砂の処理

課 題
・迂回路となる市道や林道等からの啓開作業を実施。
・隆起した海岸等を利用し通行を確保しました。

応急復旧状況

斜面崩壊を防ぐ、法面対策

大型土のうによる仮護岸設置

被 災 状 況

応急復旧状況

逢坂トンネル工区
(輪島方面から珠洲方面を望む)

千枚田工区
(輪島方面から珠洲方面を望む)

大川浜工区
(珠洲方面から輪島方面を望む)

　令和６年能登半島地震により
甚大な被害を受けた国道249
号沿岸部（珠洲市～輪島市）
については、被災直後から国によ
る権限代行により災害復旧工事
を進めています。
　被災箇所数は231箇所であり、
そのうち5箇所は大規模に崩壊し、
復旧に時間を要しています。
　大規模崩壊箇所では、隆起海
岸を活用した別線復旧を実施す
るなど、順次、一般交通の開放
を進めております。

輪島市光浦町

工 夫

輪島市大沢町

輪島市西二又町

国土交通省より提供 国土交通省より提供

国土交通省より提供 国土交通省より提供 国土交通省より提供

国土交通省より提供

県管理道路の早期復旧に向けた取り組み 

早
期
復
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に
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み
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夫
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た
）
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復旧事例（[主]輪島浦上線）
被 災 状 況

市道や林道等を利用した
くしの歯状の啓開を実施

復旧事例（国道249号）〔直轄権限代行による復旧〕

位置図

逢坂トンネル工区

大谷トンネル・
ループ橋工区

大川浜工区

千枚田工区

中屋トンネル工区

国道249号
（直轄権限代行区間）

孤立解消に向けた啓開作業

本復旧工事については、令和１０年度末までの完了を目指し、順次着手しております。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

道路

施設名
期長期中期短

復旧に合わせた強靱化本復旧応急復旧

今後の見通し

・早期の道路啓開
・大量の崩落土砂の処理

課 題
・迂回路となる市道や林道等からの啓開作業を実施。
・隆起した海岸等を利用し通行を確保しました。

応急復旧状況

斜面崩壊を防ぐ、法面対策

大型土のうによる仮護岸設置

被 災 状 況

応急復旧状況

逢坂トンネル工区
(輪島方面から珠洲方面を望む)

千枚田工区
(輪島方面から珠洲方面を望む)

大川浜工区
(珠洲方面から輪島方面を望む)

　令和６年能登半島地震により
甚大な被害を受けた国道249
号沿岸部（珠洲市～輪島市）
については、被災直後から国によ
る権限代行により災害復旧工事
を進めています。
　被災箇所数は231箇所であり、
そのうち5箇所は大規模に崩壊し、
復旧に時間を要しています。
　大規模崩壊箇所では、隆起海
岸を活用した別線復旧を実施す
るなど、順次、一般交通の開放
を進めております。

輪島市光浦町

工 夫

輪島市大沢町

輪島市西二又町

国土交通省より提供 国土交通省より提供

国土交通省より提供 国土交通省より提供 国土交通省より提供

国土交通省より提供

県管理道路の早期復旧に向けた取り組み
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今まで発信していた「通行止め箇所」のみではなく「通行できる
ルート」を発信することで物資の輸送や災害復旧車両の通行が
よりスムーズに行えるようになりました。

令和6年1月2日 15時30分時点 令和6年1月4日 14時時点

令和7年7月17日 13時時点

奥能登2市2町の市役所・役場を結ぶ
主要幹線道路の復旧を行い救命活動や
支援物資輸送のためのルートを確保

穴水町此木～輪島市三井町を一時的に
ラウンドアバウト(環状交差点)のよう
に運用し交通整理の円滑化を図った (国)249号 輪島市里町 走行不能車を搬出後、道路啓開

供提省通交土国供提省通交土国

道路啓開区間を指定し、車両の移動作業を行い道路啓開を実施

・業者や地元の方が道路の通行可否を把握できず「○○に行きたい
けど行けるのか」と多くの問合せがありました。
復旧のためには「どこが通行止めか」よりも「どこが通れるのか」
の情報が必要となりました。

課 題

工 夫 ・奥能登２市２町の「通れるマップ」を
　作成し情報発信を行いました。

県管理道路の早期復旧に向けた取り組み 
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も
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今まで発信していた「通行止め箇所」のみではなく「通行できる
ルート」を発信することで物資の輸送や災害復旧車両の通行が
よりスムーズに行えるようになりました。

令和6年1月2日 15時30分時点 令和6年1月4日 14時時点

令和7年7月17日 13時時点

奥能登2市2町の市役所・役場を結ぶ
主要幹線道路の復旧を行い救命活動や
支援物資輸送のためのルートを確保

穴水町此木～輪島市三井町を一時的に
ラウンドアバウト(環状交差点)のよう
に運用し交通整理の円滑化を図った (国)249号 輪島市里町 走行不能車を搬出後、道路啓開

供提省通交土国供提省通交土国

道路啓開区間を指定し、車両の移動作業を行い道路啓開を実施

・業者や地元の方が道路の通行可否を把握できず「○○に行きたい
けど行けるのか」と多くの問合せがありました。
復旧のためには「どこが通行止めか」よりも「どこが通れるのか」
の情報が必要となりました。

課 題

工 夫 ・奥能登２市２町の「通れるマップ」を
　作成し情報発信を行いました。

県管理道路の早期復旧に向けた取り組み
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河川・海岸・ダムの早期復旧に向けた取り組み

河川・海岸施設の応急復旧

・多くの河川管理施設が被災しており、梅雨や台風により河川の流量が
　増加する出水期までに、護岸や堤防の機能を回復させることが必要。

・被災状況を踏まえ、緊急に対応が必要な箇所を抽出したうえで、以下
　の優先順位をつけながら、計画的に応急復旧を進めました。

１．土砂や流木により河道が埋塞している箇所
２．人口や資産の集中する水位周知河川
３．沿川に道路や人家が連坦する箇所

大規模に被災し、復旧に高度な技術力を要する箇所は、
県に代わり、国土交通省が復旧を進めています。

直轄権限代行による復旧箇所 令和６年の出水期までに、応急復旧を完了させました地震による被災箇所

令和７年の出水期までに、応急復旧を完了させました豪雨による被災箇所

浸水

元の堤防の高さ

宝立正院海岸（珠洲市）

山田川（能登町） 河北潟（内灘町）

海岸護岸の損壊 流木・土砂の堆積 河川護岸の損壊

河道の埋塞 堤防の沈下（最大３ｍ） 河川護岸の損壊

河川護岸の損壊 地震の応急復旧箇所の被災

︓権限代行箇所（地震分）
︓権限代行箇所（豪雨分）

河原田川
塚田川

南志見川

町野川

珠洲大谷川

鈴屋川

飯田港海岸
宝立正院海岸

大型土のう設置 土砂・流木の撤去

崎山川（七尾市）

大型土のう設置大型土のうや盛土により、堤防高確保

大型土のう積みなおし大型土のう設置

流木の堆積

流木の撤去

若山川（珠洲市） 真名井川（穴水町）鈴屋川（輪島市）
大型土のう設置

塚田川（輪島市） 珠洲大谷川（珠洲市）

課 題

工 夫

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

河川

施設名
期長期中期短

本復旧
復旧に合わせた強靱化 町野川など12河川

応急復旧

今後の見通し
本復旧工事については、１０年度末までの完了を目指し、順次着手しております。

河川・海岸・ダムの早期復旧に向けた取り組み 
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河川・海岸・ダムの早期復旧に向けた取り組み

河川・海岸施設の応急復旧

・多くの河川管理施設が被災しており、梅雨や台風により河川の流量が
　増加する出水期までに、護岸や堤防の機能を回復させることが必要。

・被災状況を踏まえ、緊急に対応が必要な箇所を抽出したうえで、以下
　の優先順位をつけながら、計画的に応急復旧を進めました。

１．土砂や流木により河道が埋塞している箇所
２．人口や資産の集中する水位周知河川
３．沿川に道路や人家が連坦する箇所

大規模に被災し、復旧に高度な技術力を要する箇所は、
県に代わり、国土交通省が復旧を進めています。

直轄権限代行による復旧箇所 令和６年の出水期までに、応急復旧を完了させました地震による被災箇所

令和７年の出水期までに、応急復旧を完了させました豪雨による被災箇所

浸水

元の堤防の高さ

宝立正院海岸（珠洲市）

山田川（能登町） 河北潟（内灘町）

海岸護岸の損壊 流木・土砂の堆積 河川護岸の損壊

河道の埋塞 堤防の沈下（最大３ｍ） 河川護岸の損壊

河川護岸の損壊 地震の応急復旧箇所の被災

︓権限代行箇所（地震分）
︓権限代行箇所（豪雨分）

河原田川
塚田川

南志見川

町野川

珠洲大谷川

鈴屋川

飯田港海岸
宝立正院海岸

大型土のう設置 土砂・流木の撤去

崎山川（七尾市）

大型土のう設置大型土のうや盛土により、堤防高確保

大型土のう積みなおし大型土のう設置

流木の堆積

流木の撤去

若山川（珠洲市） 真名井川（穴水町）鈴屋川（輪島市）
大型土のう設置

塚田川（輪島市） 珠洲大谷川（珠洲市）

課 題

工 夫

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

河川

施設名
期長期中期短

本復旧
復旧に合わせた強靱化 町野川など12河川

応急復旧

今後の見通し
本復旧工事については、１０年度末までの完了を目指し、順次着手しております。

河川・海岸・ダムの早期復旧に向けた取り組み
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河川・海岸・ダムの早期復旧に向けた取り組み

小屋ダムの機能回復
珠洲市の鵜飼川上流に位置する小屋ダムでは、

地震により、堤体天端のクラック、被覆材の目
開き等の損傷が発生しました。また、ダムへの
アクセス道路が複数個所崩落したことに伴い、
電力線、通信回線も寸断しました。

出水期に向けた避難体制の強化

・堤防や護岸など、多くの河川管理施設が被災した一方で、復旧には
長い時間がかかることから、施設が復旧するまでは、ソフト対策の
強化により、豪雨時の住民の安全を確保する必要がありました。

・降雨時の河川の状況を把握できるように、被災した水位計や河川監
視カメラを速やかに復旧しました。

・水防活動や避難行動の目安となる基準水位を引き下げて暫定運用し、
住民が早めに避難行動をとれるようにしました。

地震と豪雨により、多くの水位計や河川監
視カメラが観測不能となりましたが、住民の
避難行動を支援するため速やかに復旧を行い
ました。

観測不能となった水位計の半数は、標高
500ｍ地点に位置する高州山中継局の停電に
起因するものでした。中継局へのアクセス道
路の被災により、発動発電機等の運搬が困難
で、復旧までに時間を要したことから、今後
の長期停電への対策として、新たに約１か月
程度の電源を確保できる大型の予備電源を設
置しました。

地震により堤防や護岸が広範囲にわ
たって被災し、その機能が著しく低下
している９河川について、水防活動や
避難行動の目安となる基準水位を通常
より１段階引き下げた暫定運用を行い、
早期の警戒体制を確立しました。

また、豪雨により大きく被災した
１１河川については、基準水位を通常
の７割程度に引き下げました。

復旧工事が完了した箇所から、順次
通常の運用を再開しています。

水位計・河川監視カメラの復旧

基準水位の引き下げ

・ダムの損傷が堤体表面に留まらず、堤体内部まで及んでいた場合、そのまま貯
水を続けるとダムが決壊するおそれがありました。

・電力、通信の喪失により、ダム管理に必要な電源の確保やダム諸量データの外
部送信が不可能となりました。

・道路の寸断により、職員の往来や非常用発電機燃料の輸送が困難となりました。

・ダム堤体の安全性が確認できるまで、貯水位を低下させました。
・堤体内部の被災状況調査には専門的な知識を要することから、国土技術政策

総合研究所、土木研究所に現地調査を依頼し、堤体内部に異常がないことを
確認しました。

・電源を確保するため、非常用発電機用の燃料をヘリコプターで輸送（２～３日
に１回程度、約２ヶ月間）しました。また、管理用水力発電設備を改造※し、
一時的に系統連系なしで単独運転できるようにしました。
※余剰電力を外部へ送電する構造を、ダム設備への電力供給のみとなるよう改造

・スターリンクによる衛星通信を活用し、遠隔地（珠洲土木事務所）からダム
諸量が確認できるようにしました。
1/14～：ダム管理棟にアンテナとWEBカメラを設置し、ダム諸量モニターの映像を送信
1/31～：珠洲土木にもアンテナを設置し、VPNを構築のうえ、ダムコンの諸量データを直接送信

天端クラック
被覆材
目開き

コア

堤体天端のクラック

専門家による現地調査 ヘリコプターによる燃料輸送 ダム諸量モニターの配信

アクセス道路の被災状況 崩落個所を乗り越えて
ダムへ向かう職員

観測不能となった機器 地震によるもの 豪雨によるもの

水位計
機器被災 4 3

停電・通信障害 34 20
河川監視
カメラ

機器被災 1 2
停電・通信障害 26 15

国土地理院公表の資料を加工して作成

高州山
中継局

︓観測不能となった水位計
︓観測不能となった河川監視カメラ

WEBカメラ

地震：八ケ川・河原田川(輪島市)、町野川(輪島市、能登町)、小又川(穴水町)、若山川・紀の川(珠洲市)、
河北潟(金沢市、かほく市、津幡町、内灘町)、大野川(金沢市、内灘町)、長曽川(羽咋市、中能登町)

豪雨：仁岸川・鳳至川(輪島市)、珠洲大谷川・折戸川・紀の川・金川・鵜飼川(珠洲市)、松波川・
九里川尻川・上町川・山田川(能登町)

●基準水位の引き下げイメージ（地震）

課 題

工 夫課 題

工 夫

河川・海岸・ダムの早期復旧に向けた取り組み 

早
期
復
旧
に
向
け
た
取
り
組
み
（
一
日
も
早
い
復
旧
を
目
指
し
て
こ
ん
な
工
夫
を
し
ま
し
た
）

41

河川・海岸・ダムの早期復旧に向けた取り組み

小屋ダムの機能回復
珠洲市の鵜飼川上流に位置する小屋ダムでは、

地震により、堤体天端のクラック、被覆材の目
開き等の損傷が発生しました。また、ダムへの
アクセス道路が複数個所崩落したことに伴い、
電力線、通信回線も寸断しました。

出水期に向けた避難体制の強化

・堤防や護岸など、多くの河川管理施設が被災した一方で、復旧には
長い時間がかかることから、施設が復旧するまでは、ソフト対策の
強化により、豪雨時の住民の安全を確保する必要がありました。
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・水防活動や避難行動の目安となる基準水位を引き下げて暫定運用し、
住民が早めに避難行動をとれるようにしました。

地震と豪雨により、多くの水位計や河川監
視カメラが観測不能となりましたが、住民の
避難行動を支援するため速やかに復旧を行い
ました。

観測不能となった水位計の半数は、標高
500ｍ地点に位置する高州山中継局の停電に
起因するものでした。中継局へのアクセス道
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国土地理院公表の資料を加工して作成
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豪雨：仁岸川・鳳至川(輪島市)、珠洲大谷川・折戸川・紀の川・金川・鵜飼川(珠洲市)、松波川・
九里川尻川・上町川・山田川(能登町)

●基準水位の引き下げイメージ（地震）
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河川・海岸・ダムの早期復旧に向けた取り組み
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河川・砂防の早期復旧に向けた取り組み

奥能登地区緊急治水対策プロジェクト
河川における対策

奥能登豪雨による被害を踏まえ、再度災害の
防止や今後起こりうる洪水に対しての被害軽減
を図る必要があります。そのため、「奥能登地
区流域治水協議会」の関係機関で構成する「奥
能登地区流域治水対策検討部会」を設置し、被
害要因の検証や災害防止策、被害軽減策につい
て検討を進め、令和７年３月に「奥能登地区緊
急治水対策プロジェクト」を策定しました。

国・県・市町等が連携し、流域治水の取り組
みを緊急的かつ一体的に推進していきます。

被災した河川の中でも、流下能力の向上を図る河川については、護岸などの本復旧
とあわせて、河道拡幅や護岸整備、堤防強化や護岸の嵩上げなどを実施します。また、
継続的に河川巡視を行い、必要に応じて、降雨等で流出した土砂等の除去や河道内の
樹木伐採を行います。

さらに、住民の避難行動を支援するため、能登半島地震による地形変動の影響を踏
まえた洪水浸水想定区域の見直しを進めており、令和７年５月末には、地形変動が顕
著な１６河川を公表し、令和８年出水期までにその他の見直しが必要な河川を公表す
ることとしています。

地すべり（珠洲市大谷町）

河原田川（輪島市二ツ屋町）

国土地理院公表の資料を加工して作成

︓洪水浸水想定区域図の
見直しが完了した河川

砂防関係施設の整備
輪島市を中心とする奥能登地区で土石流や土砂・洪水氾濫

等の被害が発生したことを踏まえて、河川への土砂・流木の
流出を抑制するため、上流域で砂防堰堤や地すべり防止施設
の整備を推進します。

法面工や横ボーリング工
による土砂移動抑制

堰堤工による
土砂・流木の流出抑制

【砂防】
堰堤の新設

【地すべり】
防止施設の整備

土砂・流木の流出抑制

対策イメージ図

横ボーリング工

堰堤工

渓流保全工

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会第３回資料３ P45 より

法面工

法面工

横ボーリング工

砂防堰堤

奥能登地区流域治水対策検討部会

河道拡幅護岸の復旧

河道掘削 護岸嵩上げ、堤防強化

河川における対策イメージ 洪水浸水想定区域の見直し

河川・砂防の早期復旧に向けた取り組み 
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河川・砂防の早期復旧に向けた取り組み
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て検討を進め、令和７年３月に「奥能登地区緊
急治水対策プロジェクト」を策定しました。

国・県・市町等が連携し、流域治水の取り組
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とあわせて、河道拡幅や護岸整備、堤防強化や護岸の嵩上げなどを実施します。また、
継続的に河川巡視を行い、必要に応じて、降雨等で流出した土砂等の除去や河道内の
樹木伐採を行います。

さらに、住民の避難行動を支援するため、能登半島地震による地形変動の影響を踏
まえた洪水浸水想定区域の見直しを進めており、令和７年５月末には、地形変動が顕
著な１６河川を公表し、令和８年出水期までにその他の見直しが必要な河川を公表す
ることとしています。

地すべり（珠洲市大谷町）

河原田川（輪島市二ツ屋町）

国土地理院公表の資料を加工して作成

︓洪水浸水想定区域図の
見直しが完了した河川

砂防関係施設の整備
輪島市を中心とする奥能登地区で土石流や土砂・洪水氾濫

等の被害が発生したことを踏まえて、河川への土砂・流木の
流出を抑制するため、上流域で砂防堰堤や地すべり防止施設
の整備を推進します。

法面工や横ボーリング工
による土砂移動抑制

堰堤工による
土砂・流木の流出抑制

【砂防】
堰堤の新設
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防止施設の整備

土砂・流木の流出抑制

対策イメージ図

横ボーリング工

堰堤工

渓流保全工

出典：気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会第３回資料３ P45 より

法面工

法面工

横ボーリング工

砂防堰堤

奥能登地区流域治水対策検討部会

河道拡幅護岸の復旧

河道掘削 護岸嵩上げ、堤防強化

河川における対策イメージ 洪水浸水想定区域の見直し

河川・砂防の早期復旧に向けた取り組み
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砂防の早期復旧に向けた取り組み
復旧事例（河原田川水系［輪島市市ノ瀬町］）〔直轄による復旧〕

被 災 直 後

応急対応状況

復旧事例（鹿磯地すべり［輪島市門前町鹿磯］）

■地すべり運動を緩和させる抑制工の実施
・地下水位上昇を抑制させる水抜きボーリングを施工
・滑動力を抑制させる地すべり頭部土塊の排土

■地すべり監視体制の構築
・地すべり運動を観測する機器、警報器を設置し、管理基準値を超え
た場合、関係者にメールで通知

・人家裏の斜面に
地すべりが発生し、
避難指示が発令さ
れた世帯の早急帰
宅に向け、速やか
な安全の確保が必
要となりました。

被 災 直 後

応急対応状況
・地震により、斜面崩壊が発生し、生活道路の通行止めが発生しました。
加えて、土砂ダムの決壊に伴う氾濫被害の危険性が高い状況となり
ました。

・堆積土砂及び流木の撤去、法止の
設置により生活道路の通行を確保
しました。

・また、土砂ダムの決壊に伴う氾濫
被害防止のため、仮排水路を設置
しました。

法止工

輪島市道
（生活道路）

観測機器・警報器

人家裏地すべり
至 鹿磯漁港

至 志賀町

水抜きボーリング 頭部排土

地盤伸縮計

警報器

出展：国土交通省北陸地方整備局能登復興事務所HPより

応急対策により避難指示を解除した箇所（令和7年7月時点）
・輪島市門前町鹿磯：21世帯42人 ・輪島市町野町川西：19世帯33人
・輪島市山ノ上町：10世帯18人 ・輪島市門前町地原：15世帯31人

輪島市市ノ瀬町

位 置 図

課 題

出展：国土交通省北陸地方整備局能登復興事務所HPより

工 夫

法止工

仮排水路

輪島市門前町鹿磯

位 置 図 課 題

工 夫

今後の見通し

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

砂防

施設名
期長期中期短

被災した既存施設の本復旧

被災箇所等への恒久対策（砂防・地すべり防止施設の整備等）
応急復旧

既存施設の本復旧工事は令和１０年度末、大規模な被災箇所等への
恒久対策は令和１１年度末までの完了を目指し、順次着手しております。

法止工

仮排水路

砂防の早期復旧に向けた取り組み 
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砂防の早期復旧に向けた取り組み
復旧事例（河原田川水系［輪島市市ノ瀬町］）〔直轄による復旧〕

被 災 直 後

応急対応状況

復旧事例（鹿磯地すべり［輪島市門前町鹿磯］）

■地すべり運動を緩和させる抑制工の実施
・地下水位上昇を抑制させる水抜きボーリングを施工
・滑動力を抑制させる地すべり頭部土塊の排土

■地すべり監視体制の構築
・地すべり運動を観測する機器、警報器を設置し、管理基準値を超え
た場合、関係者にメールで通知

・人家裏の斜面に
地すべりが発生し、
避難指示が発令さ
れた世帯の早急帰
宅に向け、速やか
な安全の確保が必
要となりました。

被 災 直 後

応急対応状況
・地震により、斜面崩壊が発生し、生活道路の通行止めが発生しました。
加えて、土砂ダムの決壊に伴う氾濫被害の危険性が高い状況となり
ました。

・堆積土砂及び流木の撤去、法止の
設置により生活道路の通行を確保
しました。

・また、土砂ダムの決壊に伴う氾濫
被害防止のため、仮排水路を設置
しました。

法止工

輪島市道
（生活道路）

観測機器・警報器

人家裏地すべり
至 鹿磯漁港

至 志賀町

水抜きボーリング 頭部排土

地盤伸縮計

警報器

出展：国土交通省北陸地方整備局能登復興事務所HPより

応急対策により避難指示を解除した箇所（令和7年7月時点）
・輪島市門前町鹿磯：21世帯42人 ・輪島市町野町川西：19世帯33人
・輪島市山ノ上町：10世帯18人 ・輪島市門前町地原：15世帯31人

輪島市市ノ瀬町
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今後の見通し
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施設名
期長期中期短

被災した既存施設の本復旧

被災箇所等への恒久対策（砂防・地すべり防止施設の整備等）
応急復旧

既存施設の本復旧工事は令和１０年度末、大規模な被災箇所等への
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法止工
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砂防の早期復旧に向けた取り組み
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今後の見通し

港湾施設の応急復旧 港湾の機能強化
・港湾は、国民生活と産業活動を支える重要な物流・生産基盤であり、

地域経済再生や生業再建のためには、早期の機能回復が必要不可欠。

・関係者と施設の利用調整を行い、係留施設等の利用を確保しながら、
段階的に応急復旧を進めました。

課 題

工 夫

浚渫土を活用した埋立地造成、施設の移転集約（輪島港）

飯田港では、公費解体や災害復旧工事で発生するコンクリート殻、土砂を活用し、
新たな埋立地を造成することで、市による創造的復興に活用します。

建設発生土等を活用した埋立地造成（飯田港）

公費解体により発生したコンクリート殻

ジャンボリー跡地

〈埋立地の造成イメージ〉

海底の浚渫

漁船だまり

カニ漁再開（R6.11～ 輪島港）
災害廃棄物の海上輸送
（R6.10～ 穴水港）セメント船入港（R6.6～ 金沢港）

砕石による段差解消 道路のかさあげ仮桟橋の設置

約1.5ｍの段差

輪島港

約1.5ｍの隆起

輪島港

冠水

宇出津港

施設の応急復旧を進め、令和６年１２月までに１０港湾全ての応急復旧が完了し、
荷役や漁業が順次再開されています。 ②浅場の造成イメージ

海底隆起により水深が浅くなった
輪島港では、国・県で浚渫工事を進
めています。

浚渫により発生する土砂を活用し、
①埋立地を造成し、分散している

漁業共同利用施設を移転・集約
②防波堤の背後に浅場を造成し、

稚魚等の生息環境をつくるとと
もに、防波堤を強靱化します。

引き続き、関係者と調整しながら、段階的に本復旧を進めていきます。

本復旧については、令和７～８年度末までの完了を目指し、順次着手しております。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

輪島港

その他港湾
（金沢港など9港湾）

施設名 期長期中期短

復旧に合わせた強靱化

復旧に合わせた強靱化

本復旧

本復旧

応急復旧

応急復旧

浚渫土砂の搬入

マリンタウン横

①埋立

港湾の早期復旧に向けた取り組み 
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今後の見通し

港湾施設の応急復旧 港湾の機能強化
・港湾は、国民生活と産業活動を支える重要な物流・生産基盤であり、

地域経済再生や生業再建のためには、早期の機能回復が必要不可欠。

・関係者と施設の利用調整を行い、係留施設等の利用を確保しながら、
段階的に応急復旧を進めました。

課 題

工 夫

浚渫土を活用した埋立地造成、施設の移転集約（輪島港）

飯田港では、公費解体や災害復旧工事で発生するコンクリート殻、土砂を活用し、
新たな埋立地を造成することで、市による創造的復興に活用します。

建設発生土等を活用した埋立地造成（飯田港）

公費解体により発生したコンクリート殻

ジャンボリー跡地

〈埋立地の造成イメージ〉

海底の浚渫

漁船だまり

カニ漁再開（R6.11～ 輪島港）
災害廃棄物の海上輸送
（R6.10～ 穴水港）セメント船入港（R6.6～ 金沢港）

砕石による段差解消 道路のかさあげ仮桟橋の設置

約1.5ｍの段差

輪島港

約1.5ｍの隆起

輪島港

冠水

宇出津港

施設の応急復旧を進め、令和６年１２月までに１０港湾全ての応急復旧が完了し、
荷役や漁業が順次再開されています。 ②浅場の造成イメージ

海底隆起により水深が浅くなった
輪島港では、国・県で浚渫工事を進
めています。

浚渫により発生する土砂を活用し、
①埋立地を造成し、分散している

漁業共同利用施設を移転・集約
②防波堤の背後に浅場を造成し、

稚魚等の生息環境をつくるとと
もに、防波堤を強靱化します。

引き続き、関係者と調整しながら、段階的に本復旧を進めていきます。

本復旧については、令和７～８年度末までの完了を目指し、順次着手しております。

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

輪島港

その他港湾
（金沢港など9港湾）

施設名 期長期中期短

復旧に合わせた強靱化

復旧に合わせた強靱化

本復旧

本復旧

応急復旧

応急復旧

浚渫土砂の搬入

マリンタウン横

①埋立

港湾の早期復旧に向けた取り組み
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都市公園の早期復旧に向けた取り組み

復旧事例（奥卯辰山健民公園）
公園平面図

応急復旧状況
被災箇所はブルーシートによる養生を実施し、
降雨による被害の拡大を防ぐ

復旧事例（金沢城公園）

被 災 状 況

応急復旧状況

石垣の復旧方法

見える金沢城

・石垣は貴重な文化財である
ことから、価値を損なわない
復旧方法を検討していく必要
があり、文化財調査や専門家
による指導を踏まえた復旧を
進めています。

・回収した石材を集積してい
るいもり堀園地には見学路や
解説板を整備し、石垣の一つ
一つの石材を間近に見て触
れて学べる取り組みを行って
います。

落石防護網の設置

①玉泉院丸南西石垣 ②三ノ丸北石垣東面

①玉泉院丸南西石垣

石垣解体前ライン

石垣の解体
②三ノ丸北石垣東面

専門家会議の様子

解説板

被 災 状 況

さくらひろば
法面の崩壊

法面の崩壊

復旧イメージ
押え盛土工法により、さくらひろばを復旧

さくらひろば復旧イメージ図

平場(芝生)

法面 金網柵

押え盛土工法標準断面図

ロープ柵

ブルーシートによる養生

石垣変形 石垣変形

金網柵 ロープ柵

平場(芝生)

押え盛土

路体盛土

見学路の様子

公園平面図

二の丸広場

三十間長屋

玉泉院丸庭園

新丸広場

本丸緑地 五十間長屋等

河北門

石川門

いもり堀園地

鼠多門

旧旅団司令部

管理事務所

橋爪門

鶴の丸休憩館

総合案内所
入口休憩所

鶴丸倉庫
三の丸広場

兼六園

玉泉庵

①玉泉院丸南西石垣

②三ノ丸北石垣東面
：石垣の崩落・変形箇所

今後の見通し

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14以降
短期 中期 長期

本復旧
（崩落箇所はR10、全体はR20を予定）

応急対策
（石材の回収、落石防護網の設置 等）

工夫①

工夫②

都市公園の早期復旧に向けた取り組み 
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都市公園の早期復旧に向けた取り組み

復旧事例（奥卯辰山健民公園）
公園平面図

応急復旧状況
被災箇所はブルーシートによる養生を実施し、
降雨による被害の拡大を防ぐ

復旧事例（金沢城公園）

被 災 状 況

応急復旧状況

石垣の復旧方法

見える金沢城

・石垣は貴重な文化財である
ことから、価値を損なわない
復旧方法を検討していく必要
があり、文化財調査や専門家
による指導を踏まえた復旧を
進めています。

・回収した石材を集積してい
るいもり堀園地には見学路や
解説板を整備し、石垣の一つ
一つの石材を間近に見て触
れて学べる取り組みを行って
います。

落石防護網の設置

①玉泉院丸南西石垣 ②三ノ丸北石垣東面

①玉泉院丸南西石垣

石垣解体前ライン

石垣の解体
②三ノ丸北石垣東面

専門家会議の様子

解説板

被 災 状 況

さくらひろば
法面の崩壊

法面の崩壊

復旧イメージ
押え盛土工法により、さくらひろばを復旧

さくらひろば復旧イメージ図

平場(芝生)

法面 金網柵

押え盛土工法標準断面図

ロープ柵

ブルーシートによる養生

石垣変形 石垣変形

金網柵 ロープ柵

平場(芝生)

押え盛土

路体盛土

見学路の様子

公園平面図

二の丸広場

三十間長屋

玉泉院丸庭園

新丸広場

本丸緑地 五十間長屋等

河北門

石川門

いもり堀園地

鼠多門

旧旅団司令部

管理事務所

橋爪門

鶴の丸休憩館

総合案内所
入口休憩所

鶴丸倉庫
三の丸広場

兼六園

玉泉庵

①玉泉院丸南西石垣

②三ノ丸北石垣東面
：石垣の崩落・変形箇所

今後の見通し

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14以降
短期 中期 長期

本復旧
（崩落箇所はR10、全体はR20を予定）

応急対策
（石材の回収、落石防護網の設置 等）

工夫①

工夫②

都市公園の早期復旧に向けた取り組み



50

復旧事例（県道松任宇ノ気線）

・道路が波打ち、段差や舗装のひび割れが生じたほか、埋設された上下水道管が破損し、電
柱が傾斜する被害が生じました。

・市町や電線管理者などの関係機関と密に連携し、緊急車両や地域の方々の通行確保に
向け、速やかに応急復旧を実施しました。
・また、冬期における機械による除雪作業に向け、大きな段差の解消を実施しました。

課 題

工 夫

「土地境界再確定加速化プラン」 の概要

③ 土地境界再確定に向けた3つの具体的手法の提示
 3つの合理的手法（地籍調査による境界確認・登記、地籍調査を経ての
分筆・所有権移転、地籍調査成果を活用した土地区画整理）の確立と活用

地籍調査の期間︓3～7年
（当初の見通し） 土地所有者等の協力で

スムーズに進めば 最短で R8年度中の
完了を目指す

① 地籍調査事業の短期集中実施
 民間事業者等の外部専門家のフル活用
 必要な追加予算・人員の確保

② 各市町における境界再確定に向けた調査完了のスケジュール

土地境界の再確定

被 災 状 況
被災直後

全線２車線での
通行確保

Ｒ６.１２月末
応急復旧状況

・金沢市粟崎町～かほく市大崎間の砂丘周縁部などでは、液状化に伴う地盤の側方流動
 により、広範囲にわたって土地が移動し、登記された筆界と現況にズレが生じたことから、１
 日も早い土地境界の再確定が課題となりました。

・国土交通省、法務省、石川県、関係市町及び土地境界の確定に関する専門家からなる、
 「土地境界問題対策プロジェクトチーム」を令和７年５月に立ち上げました。
・また、プロジェクトチームにおいて検討を進め、「土地境界再確定加速化プラン」を令和７年
 ９月に策定しました。

工 夫

課 題

内灘町西荒屋地内

西荒屋交差
点

内灘IC のと里山海道
内 灘 町

県道松任宇ノ気線

県道高松内灘線

湖西西荒屋交差点
室文

宮坂
西 部 承 水 路

鶴ケ丘

大根布JCT

旭ケ丘
向粟崎

大根布

内灘町役場

河北潟

液状化したと考えられる被災地域

大崎

かほく市

粟崎町

道路の通行止め（R6.8.30まで）
松任宇ノ気線 (内灘町宮坂～かほく市大崎)   6.3km
高松内灘線 (内灘町西荒屋) 0.6km

位置図

西荒屋

内灘白帆台IC

西荒屋交差
点

内灘IC のと里山海道
内 灘 町

県道松任宇ノ気線

県道高松内灘線

湖西西荒屋交差点
室文

宮坂
西 部 承 水 路

鶴ケ丘

大根布JCT

旭ケ丘
向粟崎

大根布

内灘町役場

河北潟

液状化したと考えられる被災地域

大崎

かほく市

粟崎町

道路の通行止め（R6.8.30まで）
松任宇ノ気線 (内灘町宮坂～かほく市大崎)   6.3km
高松内灘線 (内灘町西荒屋) 0.6km

位置図

西荒屋

内灘白帆台IC

液状化被害の早期復旧に向けた取り組み 

早
期
復
旧
に
向
け
た
取
り
組
み
（
一
日
も
早
い
復
旧
を
目
指
し
て
こ
ん
な
工
夫
を
し
ま
し
た
）

51

復旧事例（県道松任宇ノ気線）

・道路が波打ち、段差や舗装のひび割れが生じたほか、埋設された上下水道管が破損し、電
柱が傾斜する被害が生じました。

・市町や電線管理者などの関係機関と密に連携し、緊急車両や地域の方々の通行確保に
向け、速やかに応急復旧を実施しました。
・また、冬期における機械による除雪作業に向け、大きな段差の解消を実施しました。

課 題

工 夫

「土地境界再確定加速化プラン」 の概要

③ 土地境界再確定に向けた3つの具体的手法の提示
 3つの合理的手法（地籍調査による境界確認・登記、地籍調査を経ての
分筆・所有権移転、地籍調査成果を活用した土地区画整理）の確立と活用

地籍調査の期間︓3～7年
（当初の見通し） 土地所有者等の協力で

スムーズに進めば 最短で R8年度中の
完了を目指す

① 地籍調査事業の短期集中実施
 民間事業者等の外部専門家のフル活用
 必要な追加予算・人員の確保

② 各市町における境界再確定に向けた調査完了のスケジュール

土地境界の再確定

被 災 状 況
被災直後

全線２車線での
通行確保

Ｒ６.１２月末
応急復旧状況

・金沢市粟崎町～かほく市大崎間の砂丘周縁部などでは、液状化に伴う地盤の側方流動
 により、広範囲にわたって土地が移動し、登記された筆界と現況にズレが生じたことから、１
 日も早い土地境界の再確定が課題となりました。

・国土交通省、法務省、石川県、関係市町及び土地境界の確定に関する専門家からなる、
 「土地境界問題対策プロジェクトチーム」を令和７年５月に立ち上げました。
・また、プロジェクトチームにおいて検討を進め、「土地境界再確定加速化プラン」を令和７年
 ９月に策定しました。

工 夫

課 題

内灘町西荒屋地内

西荒屋交差
点

内灘IC のと里山海道
内 灘 町

県道松任宇ノ気線

県道高松内灘線

湖西西荒屋交差点
室文

宮坂
西 部 承 水 路

鶴ケ丘

大根布JCT

旭ケ丘
向粟崎

大根布

内灘町役場

河北潟

液状化したと考えられる被災地域

大崎

かほく市

粟崎町

道路の通行止め（R6.8.30まで）
松任宇ノ気線 (内灘町宮坂～かほく市大崎)   6.3km
高松内灘線 (内灘町西荒屋) 0.6km

位置図

西荒屋

内灘白帆台IC

西荒屋交差
点

内灘IC のと里山海道
内 灘 町

県道松任宇ノ気線

県道高松内灘線

湖西西荒屋交差点
室文

宮坂
西 部 承 水 路

鶴ケ丘

大根布JCT

旭ケ丘
向粟崎

大根布

内灘町役場

河北潟

液状化したと考えられる被災地域

大崎

かほく市

粟崎町

道路の通行止め（R6.8.30まで）
松任宇ノ気線 (内灘町宮坂～かほく市大崎)   6.3km
高松内灘線 (内灘町西荒屋) 0.6km

位置図

西荒屋

内灘白帆台IC

液状化被害の早期復旧に向けた取り組み
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応急仮設住宅整備による生活確保

応急仮設住宅の設置状況

③高齢者、障がい者等の見守りをしやすくす
るため、広場を中心に、集会所、子育て世
帯向け住戸、車いす使用者向け住戸、
単身高齢者向け住戸を木製デッキでつ
ないで配置し、コミュニティーゾーンを形成

①外壁や床材などに県産木材・屋根には
黒瓦屋根を採用し、周辺の景観に調和
した住宅

②バリアフリー対応としてスロープと屋外廊下
を設置

コミュニティ広場各住棟

市町名 団地数 戸数

七尾市 13 575

輪島市 44 2,897

珠洲市 45 1,718

羽咋市 2 67

内灘町 6 95

志賀町 10 393

宝達志水町 1 4

中能登町 3 30

穴水町 19 532

能登町 16 571

合計（地震） 159 6,882

市町名 団地数 戸数

輪島市 4 264

珠洲市 1 22

合計（豪雨） 5 286

仮設住宅戸数（地震・豪雨）珠洲市

輪島市

能登町

穴水町

志賀町 七尾市

中能登町

羽咋市

宝達志水町

富山県
内灘町

造木ブハレプ造構

概 要 迅速かつ大量に供給し、
避難生活を早期解消するもの

市町有住宅に位置づけることで、
恒久的な住まいとすることが可能

入居期間 原則２年間（状況により延長） 原則２年間（状況により市町有住宅へ転用等）
場 所 市町有地、学校グラウンドなど 従前のお住まいの近く

外 観

長屋（従来型） 長屋（まちづくり型） 戸建風（ふるさと回帰型）

建設戸数 ５,５６５戸 １,５７０戸 ３３戸

被災者のニーズに合わせた仮設住宅の整備

位置図

三井町第1団地
（輪島市）

三崎町第1団地
（珠洲市）

下唐川第2団地
（穴水町）

令和7年3月28日に10市町、計7,168戸全て完成させました。

・被災者の生活再建に向けて、１日も早い住まいの確保が必要となりました。
・高齢者向けに、バリアフリー、見守り等の配慮が必要となりました。

凡例
地震に係る仮設住宅
豪雨に係る仮設住宅

集会所

単身高齢者向け住戸

車いす使用者
世帯向け住戸

子育て世帯
向け住戸

駐車場

その他の屋外設備︓受水槽、浄化槽、外部照明、防犯カメラ 等

コミュニティ広場

N

各住棟

課 題

工夫① ・現場作業が少ない工場製作型のプレハブ住宅や少ない敷地を有効活用した２階
建ての木造住宅などの採用により、１日も早い仮設住宅の整備を目指しました。

仮設住宅の早期整備

・被災者のニーズ調査と市町の意向に基づき、３つの建設タイプを設定しました。
・バリアフリーや地域のコミュニティーに配慮した仮設住宅を整備しました。工夫②

着工

完成

7,168戸完成
R7.3.28

着工（豪雨分）

完成（地震分）

２階建ての木造住宅

工場制作 組立
工場製作型のプレハブ住宅

輸送

最初の仮設住宅完成
R6.1.31

（日数）

（戸数）

仮設住宅のレイアウト事例

応急仮設住宅整備による生活確保対策 
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応急仮設住宅整備による生活確保

応急仮設住宅の設置状況

③高齢者、障がい者等の見守りをしやすくす
るため、広場を中心に、集会所、子育て世
帯向け住戸、車いす使用者向け住戸、
単身高齢者向け住戸を木製デッキでつ
ないで配置し、コミュニティーゾーンを形成

①外壁や床材などに県産木材・屋根には
黒瓦屋根を採用し、周辺の景観に調和
した住宅

②バリアフリー対応としてスロープと屋外廊下
を設置

コミュニティ広場各住棟

市町名 団地数 戸数

七尾市 13 575

輪島市 44 2,897

珠洲市 45 1,718

羽咋市 2 67

内灘町 6 95

志賀町 10 393

宝達志水町 1 4

中能登町 3 30

穴水町 19 532

能登町 16 571

合計（地震） 159 6,882

市町名 団地数 戸数

輪島市 4 264

珠洲市 1 22

合計（豪雨） 5 286

仮設住宅戸数（地震・豪雨）珠洲市

輪島市

能登町

穴水町

志賀町 七尾市

中能登町

羽咋市

宝達志水町

富山県
内灘町

造木ブハレプ造構

概 要 迅速かつ大量に供給し、
避難生活を早期解消するもの

市町有住宅に位置づけることで、
恒久的な住まいとすることが可能

入居期間 原則２年間（状況により延長） 原則２年間（状況により市町有住宅へ転用等）
場 所 市町有地、学校グラウンドなど 従前のお住まいの近く

外 観

長屋（従来型） 長屋（まちづくり型） 戸建風（ふるさと回帰型）

建設戸数 ５,５６５戸 １,５７０戸 ３３戸

被災者のニーズに合わせた仮設住宅の整備

位置図

三井町第1団地
（輪島市）

三崎町第1団地
（珠洲市）

下唐川第2団地
（穴水町）

令和7年3月28日に10市町、計7,168戸全て完成させました。

・被災者の生活再建に向けて、１日も早い住まいの確保が必要となりました。
・高齢者向けに、バリアフリー、見守り等の配慮が必要となりました。

凡例
地震に係る仮設住宅
豪雨に係る仮設住宅

集会所

単身高齢者向け住戸

車いす使用者
世帯向け住戸

子育て世帯
向け住戸

駐車場

その他の屋外設備︓受水槽、浄化槽、外部照明、防犯カメラ 等

コミュニティ広場

N

各住棟

課 題

工夫① ・現場作業が少ない工場製作型のプレハブ住宅や少ない敷地を有効活用した２階
建ての木造住宅などの採用により、１日も早い仮設住宅の整備を目指しました。

仮設住宅の早期整備

・被災者のニーズ調査と市町の意向に基づき、３つの建設タイプを設定しました。
・バリアフリーや地域のコミュニティーに配慮した仮設住宅を整備しました。工夫②

着工

完成

7,168戸完成
R7.3.28

着工（豪雨分）

完成（地震分）

２階建ての木造住宅

工場制作 組立
工場製作型のプレハブ住宅

輸送

最初の仮設住宅完成
R6.1.31

（日数）

（戸数）

仮設住宅のレイアウト事例

応急仮設住宅整備による生活確保対策
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住まいの再建に向けた取り組み

いしかわ型復興住宅モデルプラン集の作成について

・プラン集配布後の住宅価格の変動に対応するため、随時、提案いただいた住
　宅メーカーから現状の価格を聞き取り、県HPにて情報の更新を行っています。

・被災された方々に、住宅の再建に向けて、住宅の規模や間取りな
　ど具体のイメージを持っていただくための取り組みが必要となり
　ました。

プラン集の構成・特徴
・住宅のモデルプランに加え、住宅再建の支援制度や既存住宅の活用例など
　を一体的にとりまとめました。

① いしかわ型復興住宅モデルプラン

・被災宅地等復旧支援事業の事例
・住宅の耐震改修工事の事例

④ 宅地復旧や住宅耐震化の事例

② 住まいの再建に関する支援

・５５プラン（３０グループ）

夫婦・単身向け２８プラン、ファミリー向け２７プラン

・各種支援金の紹介
住まいの再建支援策、自宅再建利子助成事業給付金、
地域福祉支援臨時特例給付金 等

③ 資金計画と返済計画

・融資制度と返済シミュレーションいしかわ型復興住宅の要件

・いしかわ型復興住宅は、『地域とつながる新たな能登暮らし』をテーマに、
　住宅再建にあたり、安全安心で石川県の気候等の地域特性に配慮した住宅
　プランとなるよう、「５つの要件」を定めました。

 子育て世帯から

高齢者世帯まで

顔の見える開かれた住宅

 気候（雪・雨）

への配慮
 県産材の積極的

な活用

 耐震性能の確保

 環境負荷への配慮

 バリアフリーへの配慮

 コンパクトで

コスト低減に配慮

①コミュニティ ② 景観（まちなみ） ③ 地域特性 ④ 住宅の基本性能 ⑤ コスト（費用）

 地域で形成される

景観への配慮

＜５つの要件＞

提案いただいたプラン

・プランは、住宅再建に協力意向のある住宅メーカー等から提案いただきました。
・プランは、高齢者の多いの地域の特性等を踏まえ、夫婦（単身）世帯向けと
　ファミリー世帯向けの２プランとして募集しました。

完成したプラン集（冊子）

各モデルプランの掲載ページ

これまでの取組み

・家族や親族があつまるゴールデンウイークに合わせ、仮設住宅（みなし仮設）
　等の世帯約１万世帯にプラン集を配布しました。
・本プラン集を参考にした、住民の方から住宅メーカー等への相談談件数が
　345件、契約件数が139件（R7.9末時点）と再建への取組みが進められています。

・県では住まいづくりの具体のイメージを持てるよう、様々な住宅プランを
取りまとめたプラン集を作成することとしました。

課 題

工 夫

住まいの再建に向けた取り組み 
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住まいの再建に向けた取り組み

いしかわ型復興住宅モデルプラン集の作成について

・プラン集配布後の住宅価格の変動に対応するため、随時、提案いただいた住
　宅メーカーから現状の価格を聞き取り、県HPにて情報の更新を行っています。

・被災された方々に、住宅の再建に向けて、住宅の規模や間取りな
　ど具体のイメージを持っていただくための取り組みが必要となり
　ました。

プラン集の構成・特徴
・住宅のモデルプランに加え、住宅再建の支援制度や既存住宅の活用例など
　を一体的にとりまとめました。

① いしかわ型復興住宅モデルプラン

・被災宅地等復旧支援事業の事例
・住宅の耐震改修工事の事例

④ 宅地復旧や住宅耐震化の事例

② 住まいの再建に関する支援

・５５プラン（３０グループ）

夫婦・単身向け２８プラン、ファミリー向け２７プラン

・各種支援金の紹介
住まいの再建支援策、自宅再建利子助成事業給付金、
地域福祉支援臨時特例給付金 等

③ 資金計画と返済計画

・融資制度と返済シミュレーションいしかわ型復興住宅の要件

・いしかわ型復興住宅は、『地域とつながる新たな能登暮らし』をテーマに、
　住宅再建にあたり、安全安心で石川県の気候等の地域特性に配慮した住宅
　プランとなるよう、「５つの要件」を定めました。

 子育て世帯から

高齢者世帯まで

顔の見える開かれた住宅

 気候（雪・雨）

への配慮
 県産材の積極的

な活用

 耐震性能の確保

 環境負荷への配慮

 バリアフリーへの配慮

 コンパクトで

コスト低減に配慮

①コミュニティ ② 景観（まちなみ） ③ 地域特性 ④ 住宅の基本性能 ⑤ コスト（費用）

 地域で形成される

景観への配慮

＜５つの要件＞

提案いただいたプラン

・プランは、住宅再建に協力意向のある住宅メーカー等から提案いただきました。
・プランは、高齢者の多いの地域の特性等を踏まえ、夫婦（単身）世帯向けと
　ファミリー世帯向けの２プランとして募集しました。

完成したプラン集（冊子）

各モデルプランの掲載ページ

これまでの取組み

・家族や親族があつまるゴールデンウイークに合わせ、仮設住宅（みなし仮設）
　等の世帯約１万世帯にプラン集を配布しました。
・本プラン集を参考にした、住民の方から住宅メーカー等への相談談件数が
　345件、契約件数が139件（R7.9末時点）と再建への取組みが進められています。

・県では住まいづくりの具体のイメージを持てるよう、様々な住宅プランを
取りまとめたプラン集を作成することとしました。

課 題

工 夫

住まいの再建に向けた取り組み
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住まいの再建に向けた取り組み

・県、市町、建築関係団体等が連携し、建築士等の専門家による、「今後住み続
けられるか」等、住まいに被害を受けた方の個別具体の相談に応じることで、
住宅再建につなげるものです。

目 的

相談会の構成

・住まいの再建について相談したい方のニーズに応じ、
①電話相談②相談会③自宅への専門家派遣の３つの方法で丁寧に対応しています。

住宅の応急修理制度のかかり増し経費の補助制度について

相談会スキーム

補助制度創設の背景・目的

補助制度概要

・対象地域：能登６市町 （輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町）

・補助対象：①石川県木造住宅協会、②石川県建設業協会等の会員
③石川県建築組合連合会に所属する事業者
④石川県工務店協会、⑤石川県瓦工事協同組合の会員

住まいの再建について相談したい方「修理か建替えか迷っている」「耐震改修について聞きたい」etc

＜開催地域＞能登６市町、羽咋市、内灘町
＜相談件数＞ ６５０件 (R6.5月～R7.3月まで)

「自宅を見て欲しい」

電話相談

●フリーダイヤルにて、平日の
10時から15時の間、受付

＜相談件数＞
６０６件
(R6.2月～R7.3月まで)

「現地派遣相談」

「会場での住宅相談会」
相談会

自宅への専門家派遣

「震災住宅相談
ダイヤルいしかわ」 ＜開催地域＞能登６市町、中能登地区、河北地区 などの会場

＜相談件数＞１８０１件 (R6.2月～R7.3月まで)  図面や写真を持参
 対面で詳しく
 住宅融資の相談もOK

住宅相談会等の開催について

・これまでの相談内容を踏まえ、令和７年
８月～９月にモデルプラン集の提案事業
者に直接相談できる「住まい再建相談会」
を県内各地（７市町）で開催しました。

（相談例と対応）
・修理か解体で迷っている。⇒罹災証明書や被害写真を確認し、相談対応。
・耐震補強を考えているが方法等は。⇒耐震診断や改修の手順や内容を説明。
・早く着工できる事業者と話を進めたい。⇒事業者が参加する相談会を開催。

【住宅の応急修理制度とは】

・応急修理制度は、地震により準半壊以上の被害を受けた住宅について、今後
も住み続けることを目的として応急的に修理を行うものです。

・本支援制度は、住民からの申し込みに基づき、市町が施工業者に工事を依頼
し、費用は国と県が負担し、市町から施工業者に直接支払うものです。

復興公営住宅の整備について
【復興公営住宅とは】
・災害により住宅を失い、自力での住宅再建が難しい被災世帯のために、市町

が国の助成を受け整備する賃貸住宅（公営）です。

整備の状況
・現在、輪島市や珠洲市等

県内の９市町において、
復興公営住宅の整備が進
められており、随時、整
備状況をとりまとめ、県
HPにて情報提供してお
ります。

・工事業者が見つかりにくいなど、住宅の応急修理が進まないという課題を
踏まえ、修理業者が被災地（遠隔地）への移動に要するガソリン代や宿泊
代等の費用（掛かり増し経費）を県が工事業者に直接補助し、被災地の早期
復旧に向けて支援するものとして令和６年７月に創設しました。

・工事業者が所在地以外の対象地域に応急修理（見積調査・見積提示を含む）
に出向いた場合に、交通費等の掛かり増し経費を補助

・補助限度額：見積調査（提示）⇒ 一つの物件に対し、上限８万円
修繕工事 ⇒ 一つの物件に対し、上限１６万円

627件
（R6.2月～R7.9月まで）

5069件（R6.2月～ R7.9月まで）

887件（R6.5月～ R7.9月まで）

住まいの再建に向けた取り組み 
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住まいの再建に向けた取り組み

・県、市町、建築関係団体等が連携し、建築士等の専門家による、「今後住み続
けられるか」等、住まいに被害を受けた方の個別具体の相談に応じることで、
住宅再建につなげるものです。

目 的

相談会の構成

・住まいの再建について相談したい方のニーズに応じ、
①電話相談②相談会③自宅への専門家派遣の３つの方法で丁寧に対応しています。

住宅の応急修理制度のかかり増し経費の補助制度について

相談会スキーム

補助制度創設の背景・目的

補助制度概要

・対象地域：能登６市町 （輪島市、珠洲市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町）

・補助対象：①石川県木造住宅協会、②石川県建設業協会等の会員
③石川県建築組合連合会に所属する事業者
④石川県工務店協会、⑤石川県瓦工事協同組合の会員

住まいの再建について相談したい方「修理か建替えか迷っている」「耐震改修について聞きたい」etc

＜開催地域＞能登６市町、羽咋市、内灘町
＜相談件数＞ ６５０件 (R6.5月～R7.3月まで)

「自宅を見て欲しい」

電話相談

●フリーダイヤルにて、平日の
10時から15時の間、受付

＜相談件数＞
６０６件
(R6.2月～R7.3月まで)

「現地派遣相談」

「会場での住宅相談会」
相談会

自宅への専門家派遣

「震災住宅相談
ダイヤルいしかわ」 ＜開催地域＞能登６市町、中能登地区、河北地区 などの会場

＜相談件数＞１８０１件 (R6.2月～R7.3月まで)  図面や写真を持参
 対面で詳しく
 住宅融資の相談もOK

住宅相談会等の開催について

・これまでの相談内容を踏まえ、令和７年
８月～９月にモデルプラン集の提案事業
者に直接相談できる「住まい再建相談会」
を県内各地（７市町）で開催しました。

（相談例と対応）
・修理か解体で迷っている。⇒罹災証明書や被害写真を確認し、相談対応。
・耐震補強を考えているが方法等は。⇒耐震診断や改修の手順や内容を説明。
・早く着工できる事業者と話を進めたい。⇒事業者が参加する相談会を開催。

【住宅の応急修理制度とは】

・応急修理制度は、地震により準半壊以上の被害を受けた住宅について、今後
も住み続けることを目的として応急的に修理を行うものです。

・本支援制度は、住民からの申し込みに基づき、市町が施工業者に工事を依頼
し、費用は国と県が負担し、市町から施工業者に直接支払うものです。

復興公営住宅の整備について
【復興公営住宅とは】
・災害により住宅を失い、自力での住宅再建が難しい被災世帯のために、市町

が国の助成を受け整備する賃貸住宅（公営）です。

整備の状況
・現在、輪島市や珠洲市等

県内の９市町において、
復興公営住宅の整備が進
められており、随時、整
備状況をとりまとめ、県
HPにて情報提供してお
ります。

・工事業者が見つかりにくいなど、住宅の応急修理が進まないという課題を
踏まえ、修理業者が被災地（遠隔地）への移動に要するガソリン代や宿泊
代等の費用（掛かり増し経費）を県が工事業者に直接補助し、被災地の早期
復旧に向けて支援するものとして令和６年７月に創設しました。

・工事業者が所在地以外の対象地域に応急修理（見積調査・見積提示を含む）
に出向いた場合に、交通費等の掛かり増し経費を補助

・補助限度額：見積調査（提示）⇒ 一つの物件に対し、上限８万円
修繕工事 ⇒ 一つの物件に対し、上限１６万円

627件
（R6.2月～R7.9月まで）

5069件（R6.2月～ R7.9月まで）

887件（R6.5月～ R7.9月まで）

住まいの再建に向けた取り組み
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下水道復旧の支援体制

支援調整隊による管路調査（内灘町）支援調整隊による打合せ

上下水道一体となった早期復旧の取り組み

水道の給水開始に遅れることなく、水道の被害状況や復旧状況等を把握
した上で、下水道の応急復旧の優先順位を決定するなど、上下水道一体で
機能を回復させ、水利用の環境を確保しました。

県では、地震発生後すみやかに、下水道災害対策本部を立ち上げ、１
月５日には国土交通省、中部地方代表の長野県、名古屋市、大都市代表
の東京都のほか、日本下水道事業団、日本下水道協会、日本下水道管路
管理業協会などから構成される支援調整隊が結成され、被災自治体と支
援自治体間の調整などをしていただきました。全国の自治体のご支援の
もと、応急復旧工事や復旧に必要な管路調査を実施することができまし
た。

下水道対策本部
下水道対策本部長（石川県）

支援調整隊

＜隊長＞
国土交通省（本省）

＜隊員＞
国土技術政策総合研究所
長野県・名古屋市
（中部９県１市代表）
東京都
（大都市代表）
日本下水道事業団
日本下水道協会
日本下水道管路管理業協会

応援隊
（支援自治体）

札幌市・さいたま市
東京都・川崎市
横浜市・浜松市

愛知県・名古屋市
京都市・大阪市
堺市・神戸市

熊本市
中部ブロック自治体

など

調整

被災
市町

石
川
県
内

市
町

支援

支援

支援要請

・市役所や病院、避難所などは優先的な断水解消が求められました。
　しかし、下水道が復旧しないと水洗トイレや風呂を使うことがで
　きないため、上下水道一体での復旧を進める必要がありました。

・全国の応援職員が相互に連携を図りやすいよう、水道と下水
　道で同じ自治体が復旧支援する仕組みを構築しました。

・従来は、災害査定を見据え、管路調査を優先していましたが、
　今回は、給水開始に遅れが生じないよう、管路内の閉塞物除
　去や仮配管の設置など応急復旧対応を優先しました。

仮設圧送管の設置（珠洲市）仮設配管工事（内灘町） 管渠の応急処理状況（能登町）

○上下水道一体での復旧事例（七尾市）

中央水質管理センター

七尾市役所

山王小学校
（避難者数180人）

御祓地区コミセン
（避難者数130人）

寄合い処みそぎ
（避難者数40人）

岩屋配水池

最優先の
水道配管ルート

最優先の
下水道配管ルート

岩屋配水池

中央水質管理センター

山王
小学校

御祓地区
コミセン

寄合い処
みそぎ

配水管（上水）

下水道管

最優先で復旧

稼働中

○下水道管の応急復旧事例

七尾
市役所

17

下水道の早期復旧に向けた取り組み

課 題

工夫①

工夫②

下水道の早期復旧に向けた取り組み 
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下水道復旧の支援体制

支援調整隊による管路調査（内灘町）支援調整隊による打合せ

上下水道一体となった早期復旧の取り組み

水道の給水開始に遅れることなく、水道の被害状況や復旧状況等を把握
した上で、下水道の応急復旧の優先順位を決定するなど、上下水道一体で
機能を回復させ、水利用の環境を確保しました。

県では、地震発生後すみやかに、下水道災害対策本部を立ち上げ、１
月５日には国土交通省、中部地方代表の長野県、名古屋市、大都市代表
の東京都のほか、日本下水道事業団、日本下水道協会、日本下水道管路
管理業協会などから構成される支援調整隊が結成され、被災自治体と支
援自治体間の調整などをしていただきました。全国の自治体のご支援の
もと、応急復旧工事や復旧に必要な管路調査を実施することができまし
た。

下水道対策本部
下水道対策本部長（石川県）

支援調整隊

＜隊長＞
国土交通省（本省）

＜隊員＞
国土技術政策総合研究所
長野県・名古屋市
（中部９県１市代表）
東京都
（大都市代表）
日本下水道事業団
日本下水道協会
日本下水道管路管理業協会

応援隊
（支援自治体）

札幌市・さいたま市
東京都・川崎市
横浜市・浜松市

愛知県・名古屋市
京都市・大阪市
堺市・神戸市

熊本市
中部ブロック自治体

など

調整

被災
市町

石
川
県
内

市
町

支援

支援

支援要請

・市役所や病院、避難所などは優先的な断水解消が求められました。
　しかし、下水道が復旧しないと水洗トイレや風呂を使うことがで
　きないため、上下水道一体での復旧を進める必要がありました。

・全国の応援職員が相互に連携を図りやすいよう、水道と下水
　道で同じ自治体が復旧支援する仕組みを構築しました。

・従来は、災害査定を見据え、管路調査を優先していましたが、
　今回は、給水開始に遅れが生じないよう、管路内の閉塞物除
　去や仮配管の設置など応急復旧対応を優先しました。

仮設圧送管の設置（珠洲市）仮設配管工事（内灘町） 管渠の応急処理状況（能登町）

○上下水道一体での復旧事例（七尾市）

中央水質管理センター

七尾市役所

山王小学校
（避難者数180人）

御祓地区コミセン
（避難者数130人）

寄合い処みそぎ
（避難者数40人）

岩屋配水池

最優先の
水道配管ルート

最優先の
下水道配管ルート

岩屋配水池

中央水質管理センター

山王
小学校

御祓地区
コミセン

寄合い処
みそぎ

配水管（上水）

下水道管

最優先で復旧

稼働中

○下水道管の応急復旧事例

七尾
市役所

17

下水道の早期復旧に向けた取り組み

課 題

工夫①

工夫②

下水道の早期復旧に向けた取り組み
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和倉温泉の護岸の早期復旧に向けた取り組み

ハーバーハウス

和倉

①民有護岸の公共帰属化
⇒自力復旧が困難な民有護岸について、和倉港湾区域外は県、港湾区
域内は市に、それぞれ公共帰属させたうえで、復旧を行うこととしました。

②和倉温泉の１日も早いなりわい再生
⇒海側に重機が通行可能となる仮設道路を整備し、護岸と旅館建物の
復旧を同時に進めることで、温泉地域全体の復旧工事期間をできる限り
短縮することとしました。

③和倉温泉の魅力の維持
⇒護岸は被災前と同じ位置での復旧を基本とすることで、護岸復旧後の旅
館からの眺望に配慮します。

④周辺の環境に配慮
⇒天然石を活用し、魚が生息しやすい海洋環境の構築に貢献するとともに、
仮設道路撤去後の復旧した護岸を藻場造成の場として活用することで、
水産振興にも寄与します。

【復旧方針】

位置図

課 題

·復旧に向けては、護岸が旅館に近接
することに加え、護岸の所有者が県、
市、民間と混在することが課題となり
ました。

和倉温泉護岸復旧会議

これらの復旧方針に基づき、令和８年度末までの復旧を目指します。

応急復旧状況

工 夫
・国の主導のもと、和倉温泉観光協会、国、県、
七尾市等からなる「和倉温泉護岸復旧会議」
を開催し、復旧方針についてとりまとめを実施
しました。

護岸の復旧方針

被災した護岸と旅館の近接状況

和倉温泉の護岸の早期復旧に向けた取り組み 
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和倉温泉の護岸の早期復旧に向けた取り組み

ハーバーハウス

和倉

①民有護岸の公共帰属化
⇒自力復旧が困難な民有護岸について、和倉港湾区域外は県、港湾区
域内は市に、それぞれ公共帰属させたうえで、復旧を行うこととしました。

②和倉温泉の１日も早いなりわい再生
⇒海側に重機が通行可能となる仮設道路を整備し、護岸と旅館建物の
復旧を同時に進めることで、温泉地域全体の復旧工事期間をできる限り
短縮することとしました。

③和倉温泉の魅力の維持
⇒護岸は被災前と同じ位置での復旧を基本とすることで、護岸復旧後の旅
館からの眺望に配慮します。

④周辺の環境に配慮
⇒天然石を活用し、魚が生息しやすい海洋環境の構築に貢献するとともに、
仮設道路撤去後の復旧した護岸を藻場造成の場として活用することで、
水産振興にも寄与します。

【復旧方針】

位置図

課 題

·復旧に向けては、護岸が旅館に近接
することに加え、護岸の所有者が県、
市、民間と混在することが課題となり
ました。

和倉温泉護岸復旧会議

これらの復旧方針に基づき、令和８年度末までの復旧を目指します。

応急復旧状況

工 夫
・国の主導のもと、和倉温泉観光協会、国、県、
七尾市等からなる「和倉温泉護岸復旧会議」
を開催し、復旧方針についてとりまとめを実施
しました。

護岸の復旧方針

被災した護岸と旅館の近接状況

和倉温泉の護岸の早期復旧に向けた取り組み
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石川県水道用水送水管の早期復旧に向けた取り組み 災害査定の効率化に向けた取り組み

地震により送水管の継手部分が外れ、管内に
土砂が流入しました。復旧の際には、送水管を
大量の水で洗浄するための、洗浄用仮設排水
管を手配する必要がありました。

関係機関との連携

・ 仮設管の調達について管メーカー、
地元業者に協力依頼
→新潟市のリース会社から仮設管を確保

・ 調達先から現地への運搬車両確保
を国土交通省に協力依頼
1月22日

10tトラック３台確保を要望
国土交通省→北陸地方整備局
→日本建設業連合会北陸支部

1月23日
新潟市～七尾市（約300km）
仮設管の運搬完了

運搬車両の確保依頼から約30時間で
仮設管運搬完了

仮設管の搬入状況

仮設管の設置状況

関係機関との連携の結果、速やかに洗浄作業を進めることができ、七尾
市内の断水早期解消につながりました。
（七尾市藤橋供給点への県水送水見込み 約２ヶ月 → 約2週間）

継手離脱部より管内に土砂が流入

・ 仮設管の調達
災害時等の仮設として使用する、材質や継手構造が
特殊な管のため、県内で確保できない

・ 調達先から現地への運搬車両確保
運搬できる大型車両が確保できない

課 題

工 夫

災害査定の効率化・簡素化
地震災と大雨災の一体的的な取り組み

　能登半島地震においては、災害査定に要する期間等を大幅の縮減する「大規模模災害時の災害査定の効率
化（簡素化）」が適用され、災害査定の効率化・簡素化が図られました。
また、奥能登豪雨においては、能登半島地震からの復旧途上に発生したことから、複合的な災害として、全国で
初めて、二つの災害に対して一体的な災害査定が実施されました。

早期確認型査定
　大規模災害時に特に技術者不足や災害対応経験の不足が 懸念される市町村に対し、災害査定や工事着手
に要する業務や期間等の短縮を図る査定方式が導入され、災害復旧全体の迅速化が図られました。

机上査定上限額の引き上げ

現地で決定できる
金額の引き上げ

図面等の効率化

現地査定を減らすことにより
査定に要する時間・人員の減

通常

現地で金額決定できる対象が
増えることによる復旧の迅速化

災害査定申請資料の
作成に要する時間の減

1/26 8/23 10/11 地震災
大雨災共通

詳細な平面図

変化点毎の
縦断図・横断図

査定設計書
（詳細数量・積算資料）

詳細な写真

平面図
（既存地図データ等活用）

標準断面図
（代表断面のみ）

査定設計書
（概算数量・詳細な積算資料不要）

写真
（起終点・被災事実のみ）

1,000万円 8,000万円 1億2,000万円 1億4,000万円

（地震災）（地震災）

※道路の路面に係る災害につい
ては、上記引き上げ額を超える
場合でも、机上査定にできる。

※道路の路面に係る災害につい
ては、上記引き上げ額を超える
場合でも、机上査定にできる。

一体として実施

通常より

１４倍

更なる効率化

通常より

１２倍
通常より
８倍

４億円 11億円 25億円 25億円
一体として実施

通常より

約6倍

更なる効率化

通常より

約6倍約３倍

必要な書類 ※地震災と大雨災を一体的に実施
○道路の場合 地震災害 大雨災害

※大規模災害査定方針に基づき、被災箇所間の距離が100mを
超える場合も一箇所として査定可能

県道A
県道B

県道C
県道D

被災箇所間の距離
︓100mを超える

被災箇所間の距離
︓100mを超える

水道は地震・大雨共通として、机上査定上限額の引き上げ額は12億円、現地で決定できる金額の引上げ額は12億円を適用 ※国土交通省HPより

＜大規模災害時における災害査定及び復旧のイメージ＞
【通常の災害査定】

被害調査・査定設計

県内８市町（七尾市、輪島市、珠洲市、かほく市、内灘町、志賀町、穴水町、能登町）で実施

【設計図書の一部簡素化】

【早期確認型査定】

【発災】
【査定】

（金額決定）
【工事着手】

【発災】
被害調査・査定設計

【査定】
（金額決定）

設計図書の簡素化により
早期の災害査定が可能

【変更設計】
（金額確定）

【工事着手】

被害調査
【発災】

【後査定】
（金額確定）

【工事着手】

詳細設計等
【前査定】

（積算不要）

スピードアップ①
災害査定の申請

スピードアップ②
復旧工事着手 申請時の積算を不要とし、かつ設計の

留意点等の助言により、手戻りなく速やかに
詳細設計が完了、早期の工事着手が可能

※国土交通省資料より抜粋

■査定申請は被害報告額を活用、被災直後から詳細設計を実施
■前査定で必要となる主な資料は被災状況写真のみ（TEC-FORCE被害報告書の代用も可）
■査定前着工については、従来どおり実施可能

（1/16時点想定）

復旧事例（七尾市藤橋町地内）

被 災 状 況

石川県水道用水送水管の早期復旧に向けた取り組み 
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石川県水道用水送水管の早期復旧に向けた取り組み 災害査定の効率化に向けた取り組み

地震により送水管の継手部分が外れ、管内に
土砂が流入しました。復旧の際には、送水管を
大量の水で洗浄するための、洗浄用仮設排水
管を手配する必要がありました。

関係機関との連携

・ 仮設管の調達について管メーカー、
地元業者に協力依頼
→新潟市のリース会社から仮設管を確保

・ 調達先から現地への運搬車両確保
を国土交通省に協力依頼
1月22日

10tトラック３台確保を要望
国土交通省→北陸地方整備局
→日本建設業連合会北陸支部

1月23日
新潟市～七尾市（約300km）
仮設管の運搬完了

運搬車両の確保依頼から約30時間で
仮設管運搬完了

仮設管の搬入状況

仮設管の設置状況

関係機関との連携の結果、速やかに洗浄作業を進めることができ、七尾
市内の断水早期解消につながりました。
（七尾市藤橋供給点への県水送水見込み 約２ヶ月 → 約2週間）

継手離脱部より管内に土砂が流入

・ 仮設管の調達
災害時等の仮設として使用する、材質や継手構造が
特殊な管のため、県内で確保できない

・ 調達先から現地への運搬車両確保
運搬できる大型車両が確保できない

課 題

工 夫

災害査定の効率化・簡素化
地震災と大雨災の一体的的な取り組み

　能登半島地震においては、災害査定に要する期間等を大幅の縮減する「大規模模災害時の災害査定の効率
化（簡素化）」が適用され、災害査定の効率化・簡素化が図られました。
また、奥能登豪雨においては、能登半島地震からの復旧途上に発生したことから、複合的な災害として、全国で
初めて、二つの災害に対して一体的な災害査定が実施されました。

早期確認型査定
　大規模災害時に特に技術者不足や災害対応経験の不足が 懸念される市町村に対し、災害査定や工事着手
に要する業務や期間等の短縮を図る査定方式が導入され、災害復旧全体の迅速化が図られました。

机上査定上限額の引き上げ

現地で決定できる
金額の引き上げ

図面等の効率化

現地査定を減らすことにより
査定に要する時間・人員の減

通常

現地で金額決定できる対象が
増えることによる復旧の迅速化

災害査定申請資料の
作成に要する時間の減

1/26 8/23 10/11 地震災
大雨災共通

詳細な平面図

変化点毎の
縦断図・横断図

査定設計書
（詳細数量・積算資料）

詳細な写真

平面図
（既存地図データ等活用）

標準断面図
（代表断面のみ）

査定設計書
（概算数量・詳細な積算資料不要）

写真
（起終点・被災事実のみ）

1,000万円 8,000万円 1億2,000万円 1億4,000万円

（地震災）（地震災）

※道路の路面に係る災害につい
ては、上記引き上げ額を超える
場合でも、机上査定にできる。

※道路の路面に係る災害につい
ては、上記引き上げ額を超える
場合でも、机上査定にできる。

一体として実施

通常より

１４倍

更なる効率化

通常より

１２倍
通常より
８倍

４億円 11億円 25億円 25億円
一体として実施

通常より

約6倍

更なる効率化

通常より

約6倍約３倍

必要な書類 ※地震災と大雨災を一体的に実施
○道路の場合 地震災害 大雨災害

※大規模災害査定方針に基づき、被災箇所間の距離が100mを
超える場合も一箇所として査定可能

県道A
県道B

県道C
県道D

被災箇所間の距離
︓100mを超える

被災箇所間の距離
︓100mを超える

水道は地震・大雨共通として、机上査定上限額の引き上げ額は12億円、現地で決定できる金額の引上げ額は12億円を適用 ※国土交通省HPより

＜大規模災害時における災害査定及び復旧のイメージ＞
【通常の災害査定】

被害調査・査定設計

県内８市町（七尾市、輪島市、珠洲市、かほく市、内灘町、志賀町、穴水町、能登町）で実施

【設計図書の一部簡素化】

【早期確認型査定】

【発災】
【査定】

（金額決定）
【工事着手】

【発災】
被害調査・査定設計

【査定】
（金額決定）

設計図書の簡素化により
早期の災害査定が可能

【変更設計】
（金額確定）

【工事着手】

被害調査
【発災】

【後査定】
（金額確定）

【工事着手】

詳細設計等
【前査定】

（積算不要）

スピードアップ①
災害査定の申請

スピードアップ②
復旧工事着手 申請時の積算を不要とし、かつ設計の

留意点等の助言により、手戻りなく速やかに
詳細設計が完了、早期の工事着手が可能

※国土交通省資料より抜粋

■査定申請は被害報告額を活用、被災直後から詳細設計を実施
■前査定で必要となる主な資料は被災状況写真のみ（TEC-FORCE被害報告書の代用も可）
■査定前着工については、従来どおり実施可能

（1/16時点想定）

復旧事例（七尾市藤橋町地内）

被 災 状 況

石川県水道用水送水管の早期復旧に向けた取り組み 災害査定の効率化に向けた取り組み
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発注調整に係る会議

国 県
市町

（３市３町）

発注者調整会議（R6.4.9発足）

【会議業務】
・発注見通し及び工事の進捗に関すること
・被災地域における建設資材の需要と供給に関すること
・施工ヤードや残土処理等に関すること
・その他、災害復旧工事の効率化が図られること

情報連絡会議 （R6.6.26発足）

国 県
市町

（３市３町）
建設産業団体

【会議業務】
・災害復旧工事に関する発注計画の共有
・建設産業の現状と課題の共有
・建設資機材や労働力の確保に関する現状と課題の共有

公共土木施設等に係る復旧工事を円滑に進めるため、
関係者間において発注計画等の情報共有を図る

公共土木施設等に係る復旧工事を円滑に進めるため、
発注時期や資材の調達、工程管理などの調整を行う

遠隔地からの資材調達
従 来

対 策

地域外からの技術者、労働者確保

需要ひっ迫により
域内調達が困難に

従 来

対 策

請負工事費

工事価格

消費税
相当額

工事原価

一般
管理費

直接
工事費

間接
工事費

共通
仮設費

現場
管理費

積上分

率分

（積算体系）石川県

工事受注者

工事実施地区の資材単価で積算・契約

工事実施地区

他地域
（遠隔地）

地域外からの調達に係る費用の増(輸送費等)は､受注者が負担する
ことから､地域外からの調達が進まない。

石川県

工事受注者

工事実施地区からの調達を前提条件にしつつ、地域内からの円滑な調達が困難になった
資材は、資材調達費用について設計変更の対象とすることを条件に契約

工事実施地区

他地域
（遠隔地）

地域外からの調達に係る費用の増が､設計変更の対象となることから、
必要な場合には受発注者間で協議し、地域外調達が進む。

輸送費の
積算計上不可

輸送費の
積算計上可

需要ひっ迫により
域内調達が困難に

請負工事費

工事価格

消費税
相当額

工事原価

一般
管理費

直接
工事費

間接
工事費

共通
仮設費

現場
管理費

積上分

率分

（積算体系）

宿泊費や労働者の赴任手当は、
工事の諸経費（共通仮設費の
率分や現場管理費）で計上

宿泊費や労働者の赴任手当等
について、諸経費計上額を超
える費用を積上げ計上

宿泊費や労働者の赴任手は、
工事の諸経費（共通仮設費の
率分や現場管理費）で計上

地域外から技術者等を連れてくる場合、宿泊費や赴任手当の増加による受注者の費用負担が大きいため、
労働者が確保できず、工事が進まない。

地域外から労働者等を連れてくる場合、宿泊費や赴任手当の増加による受注者の費用負担を積算計上出
来るため、労働者を確保し、工事が進む。

官（国・県・市町）全体としての情報共有や 民間団体を含めた課題共有により、円滑な工事発注を実施

情報 共有

災害復旧工事の円滑な執行について 
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発注調整に係る会議

国 県
市町

（３市３町）

発注者調整会議（R6.4.9発足）

【会議業務】
・発注見通し及び工事の進捗に関すること
・被災地域における建設資材の需要と供給に関すること
・施工ヤードや残土処理等に関すること
・その他、災害復旧工事の効率化が図られること

情報連絡会議 （R6.6.26発足）

国 県
市町

（３市３町）
建設産業団体

【会議業務】
・災害復旧工事に関する発注計画の共有
・建設産業の現状と課題の共有
・建設資機材や労働力の確保に関する現状と課題の共有

公共土木施設等に係る復旧工事を円滑に進めるため、
関係者間において発注計画等の情報共有を図る

公共土木施設等に係る復旧工事を円滑に進めるため、
発注時期や資材の調達、工程管理などの調整を行う

遠隔地からの資材調達
従 来

対 策

地域外からの技術者、労働者確保

需要ひっ迫により
域内調達が困難に

従 来

対 策

請負工事費

工事価格

消費税
相当額

工事原価

一般
管理費

直接
工事費

間接
工事費

共通
仮設費

現場
管理費

積上分

率分

（積算体系）石川県

工事受注者

工事実施地区の資材単価で積算・契約

工事実施地区

他地域
（遠隔地）

地域外からの調達に係る費用の増(輸送費等)は､受注者が負担する
ことから､地域外からの調達が進まない。

石川県

工事受注者

工事実施地区からの調達を前提条件にしつつ、地域内からの円滑な調達が困難になった
資材は、資材調達費用について設計変更の対象とすることを条件に契約

工事実施地区

他地域
（遠隔地）

地域外からの調達に係る費用の増が､設計変更の対象となることから、
必要な場合には受発注者間で協議し、地域外調達が進む。

輸送費の
積算計上不可

輸送費の
積算計上可

需要ひっ迫により
域内調達が困難に

請負工事費

工事価格

消費税
相当額

工事原価

一般
管理費

直接
工事費

間接
工事費

共通
仮設費

現場
管理費

積上分

率分

（積算体系）

宿泊費や労働者の赴任手当は、
工事の諸経費（共通仮設費の
率分や現場管理費）で計上

宿泊費や労働者の赴任手当等
について、諸経費計上額を超
える費用を積上げ計上

宿泊費や労働者の赴任手は、
工事の諸経費（共通仮設費の
率分や現場管理費）で計上

地域外から技術者等を連れてくる場合、宿泊費や赴任手当の増加による受注者の費用負担が大きいため、
労働者が確保できず、工事が進まない。

地域外から労働者等を連れてくる場合、宿泊費や赴任手当の増加による受注者の費用負担を積算計上出
来るため、労働者を確保し、工事が進む。

官（国・県・市町）全体としての情報共有や 民間団体を含めた課題共有により、円滑な工事発注を実施

情報 共有

災害復旧工事の円滑な執行について
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入札・契約に関する取り組み
【業者の確保】
1．指名競争入札の適用拡大（災害復旧工事に限り１億円未満に拡大）
2．ダルマ方式（一抜け方式）の活用
3.  ICT施工対象工事の見直し（指定型→希望型）
4．発注ロットの拡大 （合併入札の活用）
5．入札資格要件（配置予定技術者の国家資格の要件）の緩和
6．総合評価 ｢評価簡易型｣の新設（技術提案の省略）
7．概略発注（詳細設計が未確定でも、概略で工事発注）の試行

【技術者の確保】
8. 余裕期間制度の拡充
9. 主任技術者・現場代理人の兼務制限の緩和

10. 監理技術者等の兼務制限、途中交代要件の緩和
11. 復旧・復興ＪＶ制度の活用

 復旧・復興工事の推進のため、大規模災害被災地特有の人材・資機材の不足や価格高
騰などの課題に対する各種対策を実施しました。

復旧・復興ＪＶ制度の活用
工事需要が突発的に著しく大きくなる大規模災害の被災地において、地元企業が、不足

している技術者等を補うため地域外企業と共同して、復旧・復興工事を施工。

・技術者の専任配置がＪＶで１名のみで可（特定ＪＶは構成員全て専任）
・対象工事は単体と復旧・復興ＪＶの混合入札による発注
（入札参加時に単体または復旧・復興ＪＶを選択可）
・復旧・復興ＪＶの構成員は、別の入札において、単体または、特定ＪＶや復旧・復興JV 
の構成員として参加可能

被災地域の企業
（代表者）

地域外の企業
（構成員）

監理技術者等
（専任）

工事現場に専任する技術者はＪＶで１名でも可

復旧・復興ＪＶ

主任技術者等
（非専任）

【適正な予定価格の算出】
1．急激な資材価格変動に対する適正価格の反映
2．施工箇所が複数に跨る工事の経費の算出
3．標準と実勢が乖離している場合の見積採用
4．遠隔地からの資材調達に関する費用計上
5．地域外からの技術者、労働者確保に要する

間接費用計上
6.  災害復旧事業における避難避暑対策費及び

快適トイレの費用計上

設計・積算における取り組み

【技術者の確保】
1．適切な工期延長、一時中止命令の対応
2．配置技術者の途中交代
3.  週休２日工事の対象拡大

【円滑な執行】
4．遠隔臨場の積極的な活用
5．資材供給体制の確保 （定期的な調査、安定確保を要請）
6．発注調整に係る会議（国市町など他発注者との調整）

施行段階における取り組み

主任技術者・現場代理人の兼務制限の緩和

現場代理人

Ａ工事
1,000万円

通常３件 → 特例５件まで兼務可能
・災害以外の工事が3件以内かつ、災害を含めた件数が5件以内
・災害以外の契約金額の合計が9,000万円未満（災害は合計に含めない）
・災害以外の1件あたりの請負金額が4,500万円未満（災害は上限無し）

災害

主任技術者、現場代理人の兼務制限を、段階的に緩和し、県内の全ての発注機関の
災害復旧工事を対象として、緩和を行った。

通常２件 → ３件までの兼務可能
・災害以外の工事が2件以内かつ、災害を含めた件数が3件以内
※ 近接し密接な関係のある工事同士に限る

災害

特例措置

災害 災害

快適トイレ

E工事
4,000万円

B工事
3,000万円

C工事
4,000万円

D工事
4,000万円

Ａ工事
4,500万円

Ｃ工事
1,000万円

Ｂ工事
5,000万円

特例措置

主任技術者
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災害復旧工事の円滑な執行について
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入札・契約に関する取り組み
【業者の確保】
1．指名競争入札の適用拡大（災害復旧工事に限り１億円未満に拡大）
2．ダルマ方式（一抜け方式）の活用
3.  ICT施工対象工事の見直し（指定型→希望型）
4．発注ロットの拡大 （合併入札の活用）
5．入札資格要件（配置予定技術者の国家資格の要件）の緩和
6．総合評価 ｢評価簡易型｣の新設（技術提案の省略）
7．概略発注（詳細設計が未確定でも、概略で工事発注）の試行

【技術者の確保】
8. 余裕期間制度の拡充
9. 主任技術者・現場代理人の兼務制限の緩和

10. 監理技術者等の兼務制限、途中交代要件の緩和
11. 復旧・復興ＪＶ制度の活用

 復旧・復興工事の推進のため、大規模災害被災地特有の人材・資機材の不足や価格高
騰などの課題に対する各種対策を実施しました。

復旧・復興ＪＶ制度の活用
工事需要が突発的に著しく大きくなる大規模災害の被災地において、地元企業が、不足

している技術者等を補うため地域外企業と共同して、復旧・復興工事を施工。

・技術者の専任配置がＪＶで１名のみで可（特定ＪＶは構成員全て専任）
・対象工事は単体と復旧・復興ＪＶの混合入札による発注
（入札参加時に単体または復旧・復興ＪＶを選択可）
・復旧・復興ＪＶの構成員は、別の入札において、単体または、特定ＪＶや復旧・復興JV 
の構成員として参加可能

被災地域の企業
（代表者）

地域外の企業
（構成員）

監理技術者等
（専任）

工事現場に専任する技術者はＪＶで１名でも可

復旧・復興ＪＶ

主任技術者等
（非専任）

【適正な予定価格の算出】
1．急激な資材価格変動に対する適正価格の反映
2．施工箇所が複数に跨る工事の経費の算出
3．標準と実勢が乖離している場合の見積採用
4．遠隔地からの資材調達に関する費用計上
5．地域外からの技術者、労働者確保に要する

間接費用計上
6.  災害復旧事業における避難避暑対策費及び

快適トイレの費用計上

設計・積算における取り組み

【技術者の確保】
1．適切な工期延長、一時中止命令の対応
2．配置技術者の途中交代
3.  週休２日工事の対象拡大

【円滑な執行】
4．遠隔臨場の積極的な活用
5．資材供給体制の確保 （定期的な調査、安定確保を要請）
6．発注調整に係る会議（国市町など他発注者との調整）

施行段階における取り組み

主任技術者・現場代理人の兼務制限の緩和

現場代理人

Ａ工事
1,000万円

通常３件 → 特例５件まで兼務可能
・災害以外の工事が3件以内かつ、災害を含めた件数が5件以内
・災害以外の契約金額の合計が9,000万円未満（災害は合計に含めない）
・災害以外の1件あたりの請負金額が4,500万円未満（災害は上限無し）

災害

主任技術者、現場代理人の兼務制限を、段階的に緩和し、県内の全ての発注機関の
災害復旧工事を対象として、緩和を行った。

通常２件 → ３件までの兼務可能
・災害以外の工事が2件以内かつ、災害を含めた件数が3件以内
※ 近接し密接な関係のある工事同士に限る

災害

特例措置

災害 災害

快適トイレ

E工事
4,000万円

B工事
3,000万円

C工事
4,000万円

D工事
4,000万円

Ａ工事
4,500万円

Ｃ工事
1,000万円

Ｂ工事
5,000万円

特例措置

主任技術者

災害復旧工事の円滑な執行について
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位置図

対応状況

堆積土砂の除去

除去前

除去中

除去前

除去中

流木の有効活用

①鈴屋川

②塚田川

② 塚田川 （輪島市久手川町）

除去後除去後

流木による河川の阻害

① 鈴屋川 （輪島市町野町鈴屋）

集積 運搬

破砕 チップ化

︓実施河川
うち土砂除去 25河川
うち流木除去 17河川

　豪雨による山腹崩壊などにより、河川に
流出した土砂や流木は、河道を覆いつくす
ものもありました。堆積土砂は、元の河道を
確保するため、応急工事により速やかに撤
去し、復旧しています。
　堆積した流木は重機を用いて撤去し、仮
置き場に集積、分別処理した後、処分場へ
搬出しています。
　処理される流木の一部は破砕機などを用
いて木材チップに加工され、バイオマス燃
料等として活用されています。

　令和6年9月の奥能登豪雨では、能登半島地震の影響で緩んだ山間部の斜面
に豪雨が重なり、大量の土砂や流木が河川に流出しました。
　河道内に流木や土砂が堆積すると水の流れを阻害し、越水や堤防の決壊につ
ながる恐れがあることから、速やかに流木や土砂の除去を実施しています。
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【コラム】流木・土砂の除去
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位置図

対応状況

堆積土砂の除去

除去前

除去中

除去前

除去中

流木の有効活用

①鈴屋川

②塚田川

② 塚田川 （輪島市久手川町）

除去後除去後

流木による河川の阻害

① 鈴屋川 （輪島市町野町鈴屋）

集積 運搬

破砕 チップ化

︓実施河川
うち土砂除去 25河川
うち流木除去 17河川

　豪雨による山腹崩壊などにより、河川に
流出した土砂や流木は、河道を覆いつくす
ものもありました。堆積土砂は、元の河道を
確保するため、応急工事により速やかに撤
去し、復旧しています。
　堆積した流木は重機を用いて撤去し、仮
置き場に集積、分別処理した後、処分場へ
搬出しています。
　処理される流木の一部は破砕機などを用
いて木材チップに加工され、バイオマス燃
料等として活用されています。

　令和6年9月の奥能登豪雨では、能登半島地震の影響で緩んだ山間部の斜面
に豪雨が重なり、大量の土砂や流木が河川に流出しました。
　河道内に流木や土砂が堆積すると水の流れを阻害し、越水や堤防の決壊につ
ながる恐れがあることから、速やかに流木や土砂の除去を実施しています。

【コラム】流木・土砂の除去
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対策イメージ

橋脚巻き立て補強

事前対策状況と効果事例（落橋防止対策） 事前対策状況と効果事例（橋脚耐震補強）

桁かかり長の確保落橋防止構造

対策イメージ
地震後の状況

完成着手前

国道２４９号 穴水町地内 大町大橋 国道２４９号 能登町地内 錦大橋

地震後の状況

完成着手前

被害なし被害なし

【取り組み】
橋桁の落下を防ぐ落橋防止対策として、桁かかり長の確保やチェーンによ
る連結を行い、平成２５年までに緊急輸送道路上の橋梁で対策が完了

【効果】
令和６年能登半島地震にて、落橋は無し

【取り組み】
橋の倒壊を防ぐ橋脚の補強対策として、橋脚に鋼板やコンクリートにて巻き
立て工事を行っており、緊急輸送道路上の約９割の橋梁で対策が完了

【効果】
令和６年能登半島地震でも致命的な被害を回避し、復旧の迅速化に寄与

橋脚耐震補強落橋防止対策

道路における事前防災対策（橋梁耐震対策） 

事
前
防
災
対
策
（
事
前
の
備
え
が
役
立
ち
ま
し
た
）

71

対策イメージ

橋脚巻き立て補強

事前対策状況と効果事例（落橋防止対策） 事前対策状況と効果事例（橋脚耐震補強）

桁かかり長の確保落橋防止構造

対策イメージ
地震後の状況

完成着手前

国道２４９号 穴水町地内 大町大橋 国道２４９号 能登町地内 錦大橋

地震後の状況

完成着手前

被害なし被害なし

【取り組み】
橋桁の落下を防ぐ落橋防止対策として、桁かかり長の確保やチェーンによ
る連結を行い、平成２５年までに緊急輸送道路上の橋梁で対策が完了

【効果】
令和６年能登半島地震にて、落橋は無し

【取り組み】
橋の倒壊を防ぐ橋脚の補強対策として、橋脚に鋼板やコンクリートにて巻き
立て工事を行っており、緊急輸送道路上の約９割の橋梁で対策が完了

【効果】
令和６年能登半島地震でも致命的な被害を回避し、復旧の迅速化に寄与

橋脚耐震補強落橋防止対策

道路における事前防災対策（橋梁耐震対策）
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県有建築物には、災害時の救援活動拠点施設や被災者の避難施設等としての機能確保が
必要な施設が多数あり、県では耐震補強や天井落下対策等の事前防災対策に取り組んでき
ました。

＜耐震補強＞
平成7年の阪神・淡路大震災においては、多くの行政庁舎や学校等の公共建築物が被害を

受け、災害対策活動に重大な支障が生じました。このことを契機として、大地震時の倒壊を防ぎ
人命の安全確保と施設の機能確保を図るため、県有建築物の耐震補強を実施しています。
→ 耐震改修対象建築物

・災害拠点施設 ︓総合事務所、土木事務所等
・避難施設 ︓学校校舎、体育館等
・災害時要援護施設︓障害者施設、特別支援学校等

＜天井落下対策＞
平成23年の東日本大震災では、体育館等の大規模空間を有する施設において天井が全面

的に崩落し、人的被害が生じるとともに避難施設として使用できない事態が発生しました。こうし
た状況を踏まえ、県立学校の体育館等について天井落下対策を行っています。

事前対策状況と効果事例（耐震補強）
災害対策活動拠点施設である珠洲土木事務所において、平成10年度に鉄筋コン
クリートの耐震壁を増設する耐震補強工事を実施しました。

珠洲土木事務所（令和6年能登半島地震 発災後）

外観( ︓耐震壁設置箇所) 発災直後の事務室内壁クラック

クラック幅
0.2mm

事前対策状況と効果事例（天井落下対策）
田鶴浜高等学校では平成26年度に武道場の天井落下対策工事を実施しました。
→ 工事内容：既設天井化粧石膏ボード・軽量鉄骨下地 撤去

既設鉄骨梁型 粉塵固化材塗布の上、塗装

対策前 対策後

田鶴浜高等学校武道場 天井材落下防止対策工事

　田鶴浜地区では震度6強を観測しましたが、対策工事を実施していたことにより、
速やかに武道場を避難施設として活用し、多くの被災者を受け入れることができ
ました。

田鶴浜高等学校武道場（令和6年能登半島地震 発災後）

　珠洲市内では最大震度6強の揺れが発生しましたが、補強の効果により構造体に
は大きな被害は見られず、人的被害もありませんでした。食器が棚から落下する等
の被害はあったものの、発災後も災害拠点としての機能を果たすことができました。

避難所としての利用状況

県有建築物における事前防災対策（耐震 補強と天井落下対策） 
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県有建築物には、災害時の救援活動拠点施設や被災者の避難施設等としての機能確保が
必要な施設が多数あり、県では耐震補強や天井落下対策等の事前防災対策に取り組んでき
ました。

＜耐震補強＞
平成7年の阪神・淡路大震災においては、多くの行政庁舎や学校等の公共建築物が被害を

受け、災害対策活動に重大な支障が生じました。このことを契機として、大地震時の倒壊を防ぎ
人命の安全確保と施設の機能確保を図るため、県有建築物の耐震補強を実施しています。
→ 耐震改修対象建築物

・災害拠点施設 ︓総合事務所、土木事務所等
・避難施設 ︓学校校舎、体育館等
・災害時要援護施設︓障害者施設、特別支援学校等

＜天井落下対策＞
平成23年の東日本大震災では、体育館等の大規模空間を有する施設において天井が全面

的に崩落し、人的被害が生じるとともに避難施設として使用できない事態が発生しました。こうし
た状況を踏まえ、県立学校の体育館等について天井落下対策を行っています。

事前対策状況と効果事例（耐震補強）
災害対策活動拠点施設である珠洲土木事務所において、平成10年度に鉄筋コン
クリートの耐震壁を増設する耐震補強工事を実施しました。

珠洲土木事務所（令和6年能登半島地震 発災後）

外観( ︓耐震壁設置箇所) 発災直後の事務室内壁クラック

クラック幅
0.2mm

事前対策状況と効果事例（天井落下対策）
田鶴浜高等学校では平成26年度に武道場の天井落下対策工事を実施しました。
→ 工事内容：既設天井化粧石膏ボード・軽量鉄骨下地 撤去

既設鉄骨梁型 粉塵固化材塗布の上、塗装

対策前 対策後

田鶴浜高等学校武道場 天井材落下防止対策工事

　田鶴浜地区では震度6強を観測しましたが、対策工事を実施していたことにより、
速やかに武道場を避難施設として活用し、多くの被災者を受け入れることができ
ました。

田鶴浜高等学校武道場（令和6年能登半島地震 発災後）

　珠洲市内では最大震度6強の揺れが発生しましたが、補強の効果により構造体に
は大きな被害は見られず、人的被害もありませんでした。食器が棚から落下する等
の被害はあったものの、発災後も災害拠点としての機能を果たすことができました。

避難所としての利用状況

県有建築物における事前防災対策（耐震 補強と天井落下対策）
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砂防関係法指定地箇所図

①施設効果事例（砂防施設）

②施設効果事例（急傾斜地崩壊防止施設）

③施設効果事例（地すべり防止施設）
・トンナ谷川 （輪島市三井町長沢 地内）
土石流から（主）七尾輪島線、
三井町集落を保全しました。

土石流を
キャッチ

至 輪島市街

三井町集落

・久田（きゅうでん）地すべり （鳳珠郡能登町字久田 地内）
平成５年の能登半島沖地震（M6.6 震度5）により発生した地すべり箇所でしたが、
地すべり対策工事を施工したことにより、令和６年能登半島地震では、地すべりの発
生を防ぐことができました。
また、対策済みブロックでは土砂災害が発生しませんでしたが、隣接箇所において
土砂崩落が確認されました。

H5の地震により地すべりが
発生したブロック

未対策箇所

H5の地震により実施した地すべり対策施設

・鵜島急傾斜地 （珠洲市宝立町鵜島 地内）

土砂を
キャッチ

土石流・地すべり・がけ崩れといった土砂災害から、住民の生命・財産を守るため、対策施
設の整備を進めています。

至 能登町至 能登町

崩
壊
高
Ｈ
＝
約
10
ｍ

断面図

河原田川

至至 輪島市街

至 穴水町

河原田川

至 能登町

至 輪島市

・砂防堰堤により土砂災害警戒区域内への
被害は発生しなかった

至 輪島市

①

②③

輪島市役所

のと里山空港

穴水町役場

能登町役場

珠洲市役所

急傾斜地崩壊危険区域

地すべり防止区域

砂防指定地

：地下水排除工法枠工
：水路工

アンカー工

：道路

：河川
：道路
：土砂災害
警戒区域

：土砂災害
警戒区域

擁壁工

落石防護柵工

保全人家

がけ崩れ箇所

土砂災害警戒区域内で発生したがけ崩れでしたが、待受け式擁壁工が施工されてい
たため、崩壊土砂をキャッチするこ
とで、被害は発生しませんでした。

砂防における事前防災対策（土砂災害対策） 

事
前
防
災
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（
事
前
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砂防関係法指定地箇所図

①施設効果事例（砂防施設）

②施設効果事例（急傾斜地崩壊防止施設）

③施設効果事例（地すべり防止施設）
・トンナ谷川 （輪島市三井町長沢 地内）
土石流から（主）七尾輪島線、
三井町集落を保全しました。

土石流を
キャッチ

至 輪島市街

三井町集落

・久田（きゅうでん）地すべり （鳳珠郡能登町字久田 地内）
平成５年の能登半島沖地震（M6.6 震度5）により発生した地すべり箇所でしたが、
地すべり対策工事を施工したことにより、令和６年能登半島地震では、地すべりの発
生を防ぐことができました。
また、対策済みブロックでは土砂災害が発生しませんでしたが、隣接箇所において
土砂崩落が確認されました。

H5の地震により地すべりが
発生したブロック

未対策箇所

H5の地震により実施した地すべり対策施設

・鵜島急傾斜地 （珠洲市宝立町鵜島 地内）

土砂を
キャッチ

土石流・地すべり・がけ崩れといった土砂災害から、住民の生命・財産を守るため、対策施
設の整備を進めています。

至 能登町至 能登町

崩
壊
高
Ｈ
＝
約
10
ｍ

断面図

河原田川

至至 輪島市街

至 穴水町

河原田川

至 能登町

至 輪島市

・砂防堰堤により土砂災害警戒区域内への
被害は発生しなかった

至 輪島市

①

②③

輪島市役所

のと里山空港

穴水町役場

能登町役場

珠洲市役所

急傾斜地崩壊危険区域

地すべり防止区域

砂防指定地

：地下水排除工法枠工
：水路工

アンカー工

：道路

：河川
：道路
：土砂災害
警戒区域

：土砂災害
警戒区域

擁壁工

落石防護柵工

保全人家

がけ崩れ箇所

土砂災害警戒区域内で発生したがけ崩れでしたが、待受け式擁壁工が施工されてい
たため、崩壊土砂をキャッチするこ
とで、被害は発生しませんでした。

砂防における事前防災対策（土砂災害対策）
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　既設送水管は、延長184kmに及び、約9割が供用開始以来40年以上経過し、老朽化が進んでいます。
　平成19年に発生した能登半島地震では、七尾市内で送水管の継手が外れ、一時断水する被害が発生
しました。これを契機に、平成22年度より既設送水管とは別ルートで耐震性の高い送水管を整備する送水
管耐震化事業（２系統化）を進めています。

〇令和6年能登半島地震
令和6年能登半島地震では、七尾
市内で既設送水管の抜け出し、漏水
による陥没などの被害が発生しましたが
(下図×地点および右図)、並行する
耐震管(下図赤線)には被害がありま
せんでした。
また、上記以外の供用済みの耐震
管にも被害はありませんでした。

〇工事の加速

管の抜け出し

〇2系統化
・既設送水管とは別ルートで耐震性の高い送水管を整備
〇耐震性能に優れた管の採用
・耐震継手のダクタイル鋳鉄管を標準採用
・耐震継手が伸縮し、地震の力を逃がすとともに、管が抜けないよう
・ストッパー機能を持たせ、継手が外れにくい構造

耐震管の構造

地域 県水依存割合

中能登方面
(七尾市、中能登町、羽咋市、

宝達志水町)
５割

河北方面
(内灘町、津幡町) ７割

加賀方面
(小松市、能美市) ４割

既
設
送
水
管
の
被
災
状
況

耐震管の離脱防止テスト

漏水による陥没

事前防災対策

耐震管の効果事例（令和６年能登半島地震）

今後の事業方針

×

×

×
×

●凡例
×︓H19漏水箇所
×︓R06漏水箇所
×︓供用済耐震管
×︓未整備耐震管
×︓既設送水管
×︓供給点

年 月 内容

H２２．６ 事業着手

H２８．１１
小松市戸津町～加賀市箱宮町間
３.５km供用

R元．１２
白山市井口町～安養寺町間
２.１km供用

R２．１２
白山市安養寺町～野々市市中林間
１.９km供用

R４．１１
七尾市藤橋町～光陽台間
８.６km供用

R６．６
白山市鶴来大国町～知気寺町間
４.１km供用

R６．１１
野々市市末松～金沢市大河端町間
１５.２km供用

送水管耐震化（２系統化）のあゆみ

〇進捗状況(R7.3末現在)
・工事完成延長
・約81km(進捗率62％)
・供用済延長
・約35km(進捗率27％) 耐震管布設の様子

〇全体計画
・計画延長 約130km
・事業期間 H22～R12

送水管耐震化事業（２系統化）

　令和6年能登半島地震で供用済みの耐震
管に被害がなかったことを踏まえ、当該地震の
被災地域や県水の依存割合が大きい地域を
中心として工事を加速し、令和12年度の工
事完成を目指します。
　また、工事が完成した区間から順次、充水
洗管作業を行い供用開始する予定です。

石川県水道用水送水管における事前防災対策 （送水管耐震対策） 

事
前
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災
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策
（
事
前
の
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え
が
役
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ま
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た
）
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　既設送水管は、延長184kmに及び、約9割が供用開始以来40年以上経過し、老朽化が進んでいます。
　平成19年に発生した能登半島地震では、七尾市内で送水管の継手が外れ、一時断水する被害が発生
しました。これを契機に、平成22年度より既設送水管とは別ルートで耐震性の高い送水管を整備する送水
管耐震化事業（２系統化）を進めています。

〇令和6年能登半島地震
令和6年能登半島地震では、七尾
市内で既設送水管の抜け出し、漏水
による陥没などの被害が発生しましたが
(下図×地点および右図)、並行する
耐震管(下図赤線)には被害がありま
せんでした。
また、上記以外の供用済みの耐震
管にも被害はありませんでした。

〇工事の加速

管の抜け出し

〇2系統化
・既設送水管とは別ルートで耐震性の高い送水管を整備
〇耐震性能に優れた管の採用
・耐震継手のダクタイル鋳鉄管を標準採用
・耐震継手が伸縮し、地震の力を逃がすとともに、管が抜けないよう
・ストッパー機能を持たせ、継手が外れにくい構造

耐震管の構造

地域 県水依存割合

中能登方面
(七尾市、中能登町、羽咋市、

宝達志水町)
５割

河北方面
(内灘町、津幡町) ７割

加賀方面
(小松市、能美市) ４割

既
設
送
水
管
の
被
災
状
況

耐震管の離脱防止テスト

漏水による陥没

事前防災対策

耐震管の効果事例（令和６年能登半島地震）

今後の事業方針

×

×

×
×

●凡例
×︓H19漏水箇所
×︓R06漏水箇所
×︓供用済耐震管
×︓未整備耐震管
×︓既設送水管
×︓供給点

年 月 内容

H２２．６ 事業着手

H２８．１１
小松市戸津町～加賀市箱宮町間
３.５km供用

R元．１２
白山市井口町～安養寺町間
２.１km供用

R２．１２
白山市安養寺町～野々市市中林間
１.９km供用

R４．１１
七尾市藤橋町～光陽台間
８.６km供用

R６．６
白山市鶴来大国町～知気寺町間
４.１km供用

R６．１１
野々市市末松～金沢市大河端町間
１５.２km供用

送水管耐震化（２系統化）のあゆみ

〇進捗状況(R7.3末現在)
・工事完成延長
・約81km(進捗率62％)
・供用済延長
・約35km(進捗率27％) 耐震管布設の様子

〇全体計画
・計画延長 約130km
・事業期間 H22～R12

送水管耐震化事業（２系統化）

　令和6年能登半島地震で供用済みの耐震
管に被害がなかったことを踏まえ、当該地震の
被災地域や県水の依存割合が大きい地域を
中心として工事を加速し、令和12年度の工
事完成を目指します。
　また、工事が完成した区間から順次、充水
洗管作業を行い供用開始する予定です。

石川県水道用水送水管における事前防災対策 （送水管耐震対策）
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能登半島地震 奥能登豪雨
被災による支障 執務体制の維持に向けた対応

執務室の書類等の散乱、
停電による通信不具合

・ 執務室の整理整頓
・ 非常用発電機の作動
・ IMS回線の利用や衛星電話を新たに配備

被災による支障 執務体制の維持に向けた対応

他事務所からの応援職員の
執務環境

・ 宿舎がないため、事務所泊で対応
（待機用寝具、個人の寝袋等で対応）
・ 執務状況に応じた電話設備の移設

・ 輪島市の給水車巡回や、他事務所からの応援職
員等の運搬による飲料水等の確保

・ ゴミ袋、簡易トイレの利用、仮設トイレの設置

上水、下水の使用不能

食料の入手困難 ・ 他事務所からの応援職員等の運搬による確保
（職員労働組合等からの物資支援）

冷暖房設備の使用不能
（上水・電気不能によるもの）

・ ダルマストーブの使用による対応
（通電後は、ブルーヒーターを使用）

・ 他事務所からの応援職員等の暖房器具の運搬に
よる確保

庁舎、車庫への浸水被害、
雨漏りの発生

・ 職員による臨時的清掃、雨漏りの対応
・ 業者による清掃・消毒、雨漏り修繕

駐車場の汚泥堆積 ・ 業者による堆積した汚泥の除去

公用車の浸水による使用不能 ・ 他事務所からの応援職員等の運搬による確保
・ リース、購入による確保

【コラム】執務体制の維持（奥能登土木総合 事務所の対応） 

事
前
防
災
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能登半島地震 奥能登豪雨
被災による支障 執務体制の維持に向けた対応

執務室の書類等の散乱、
停電による通信不具合

・ 執務室の整理整頓
・ 非常用発電機の作動
・ IMS回線の利用や衛星電話を新たに配備

被災による支障 執務体制の維持に向けた対応

他事務所からの応援職員の
執務環境

・ 宿舎がないため、事務所泊で対応
（待機用寝具、個人の寝袋等で対応）
・ 執務状況に応じた電話設備の移設

・ 輪島市の給水車巡回や、他事務所からの応援職
員等の運搬による飲料水等の確保

・ ゴミ袋、簡易トイレの利用、仮設トイレの設置

上水、下水の使用不能

食料の入手困難 ・ 他事務所からの応援職員等の運搬による確保
（職員労働組合等からの物資支援）

冷暖房設備の使用不能
（上水・電気不能によるもの）

・ ダルマストーブの使用による対応
（通電後は、ブルーヒーターを使用）

・ 他事務所からの応援職員等の暖房器具の運搬に
よる確保

庁舎、車庫への浸水被害、
雨漏りの発生

・ 職員による臨時的清掃、雨漏りの対応
・ 業者による清掃・消毒、雨漏り修繕

駐車場の汚泥堆積 ・ 業者による堆積した汚泥の除去

公用車の浸水による使用不能 ・ 他事務所からの応援職員等の運搬による確保
・ リース、購入による確保

【コラム】執務体制の維持（奥能登土木総合 事務所の対応）
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【防災道の駅とは】
・災害時に広域的な防災拠点に位置
付けられている「道の駅」を国が
選定したもの

防災道の駅「のと里山空港」：R3指定

防災道の駅「のと里山空港」 防災拠点自動車駐車場 道の駅「千枚田ポケットパーク」

防災道の駅
「のと里山空港」

輪島市役所

穴水町役場

のと三井IC

珠洲道路

至 金沢

至 珠洲

【主な活用状況】
○発災直後
・被災された方々の一時的な避難場所
・水、食料、毛布などの配布
・道路情報の提供
・水洗トイレの開放
（奥能登の道の駅で唯一利用可能）
○復旧、復興期
・支援物資の集配拠点や道路啓開の
拠点として活用

・復旧従事者のため、宿泊や飲食が
できる施設を設置

道路情報の提供

水、食料、毛布等の配布 道路啓開拠点

支援物資の集配拠点

出典︓国土交通省「道の駅第３ステージ」

出典︓国土交通省「道の駅第３ステージ」

位置図 【防災拠点自動車駐車場とは】

【主な活用状況】

（制限期間:R6.2.26～R7.4.24）
・道路復旧作業に必要な車両や重機の
駐車スペースとして活用

・陸側から到達できない区域の現地調
査や物資支給を行うため、ヘリポー
トとして活用

ヘリポートとして活用制限区域の活用
出典︓国土交通省「道の駅第３ステージ」

位置図

輪島市役所

防災拠点自動車駐車場
道の駅「千枚田ポケットパーク」

国道２４９号

のと三井IC

至 金沢

至 珠洲

道の駅「千枚田ポケットパーク」：R3指定
※道の駅区域内の自動車駐車場の一部範囲

一般利用の制限案内 利用制限案内表示

仮設トイレ 倉庫

・道路法に基づき、広域災害応急対策の
拠点となる防災機能を有する道の駅等
の自動車駐車場を国が指定したもの
・災害時に一般利用を禁止・制限し、防
災拠点として活用可能

・防災拠点自動車駐車場として、全国初
の利用制限を実施

道路における既存施設の活用（防災道の駅、 防災拠点自動車駐車場） 

既
存
施
設
の
活
用
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【防災道の駅とは】
・災害時に広域的な防災拠点に位置
付けられている「道の駅」を国が
選定したもの

防災道の駅「のと里山空港」：R3指定

防災道の駅「のと里山空港」 防災拠点自動車駐車場 道の駅「千枚田ポケットパーク」

防災道の駅
「のと里山空港」

輪島市役所

穴水町役場

のと三井IC

珠洲道路

至 金沢

至 珠洲

【主な活用状況】
○発災直後
・被災された方々の一時的な避難場所
・水、食料、毛布などの配布
・道路情報の提供
・水洗トイレの開放
（奥能登の道の駅で唯一利用可能）
○復旧、復興期
・支援物資の集配拠点や道路啓開の
拠点として活用

・復旧従事者のため、宿泊や飲食が
できる施設を設置

道路情報の提供

水、食料、毛布等の配布 道路啓開拠点

支援物資の集配拠点

出典︓国土交通省「道の駅第３ステージ」

出典︓国土交通省「道の駅第３ステージ」

位置図 【防災拠点自動車駐車場とは】

【主な活用状況】

（制限期間:R6.2.26～R7.4.24）
・道路復旧作業に必要な車両や重機の
駐車スペースとして活用

・陸側から到達できない区域の現地調
査や物資支給を行うため、ヘリポー
トとして活用

ヘリポートとして活用制限区域の活用
出典︓国土交通省「道の駅第３ステージ」

位置図

輪島市役所

防災拠点自動車駐車場
道の駅「千枚田ポケットパーク」

国道２４９号

のと三井IC

至 金沢

至 珠洲

道の駅「千枚田ポケットパーク」：R3指定
※道の駅区域内の自動車駐車場の一部範囲

一般利用の制限案内 利用制限案内表示

仮設トイレ 倉庫

・道路法に基づき、広域災害応急対策の
拠点となる防災機能を有する道の駅等
の自動車駐車場を国が指定したもの
・災害時に一般利用を禁止・制限し、防
災拠点として活用可能

・防災拠点自動車駐車場として、全国初
の利用制限を実施

道路における既存施設の活用（防災道の駅、 防災拠点自動車駐車場）
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自衛隊車両駐車場

支援物資輸送のための
ヘリコプター離発着場

支援物資集積所

② 駐車場

③ 多目的広場

① 産業展示館

① 産業展示館
3号館

① 産業展示館
3号館

③ 多目的広場③ 多目的広場

陸上競技場

野球場

① 産業展示館
4号館

① 産業展示館
4号館

② 駐車場② 駐車場

公園平面図

西部緑地公園

支援物資を
西部緑地公園
(産業展示館)
に集積

支援物資輸送イメージ図

被災地へ
自衛隊ヘリコプター
による空輸

期間︓R6.1.2～R6.3.31

期間︓R6.1.3～R6.3頃

期間︓R6.1.3～R6.2.6

・停電、断水、下水道や浄化槽の被災により、
深刻なトイレ不足となりました。

被 災 直 後

応急対応状況

能登３市３町の道の駅15駅の内、
発災直後からトイレが利用できたのは、
防災道の駅「のと里山空港」のみ。

出典︓国交省記者発表資料

道の駅「狼煙」︓浄化槽被災

道の駅「狼煙」︓仮設トイレ設置

道の駅「あなみず」︓トイレ利用不可

道の駅「織姫の里なかのと」︓断水

道の駅「あなみず」︓コンテナ型トイレ設置

道の駅「織姫の里なかのと」
︓防災トイレ設置

・仮設トイレ等の設置により、R6.4月には、
全駅でトイレが利用可能となりました。

・道の駅「あなみず」においては、福岡県の
道の駅「うきは」から、コンテナ型トイレの
提供を受けました。

課課 題題

工工 夫夫

西部緑地公園

 能登半島地震の発生後、金沢市にある西部緑地公園が活動支援拠点として使用され、駐
車場が支援物資輸送のためのヘリコプター離発着場に、多目的広場が自衛隊の車両基地・野
営地にそれぞれ利用されるなどしました。

公園における既存施設の活用 
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自衛隊車両駐車場

支援物資輸送のための
ヘリコプター離発着場

支援物資集積所

② 駐車場

③ 多目的広場

① 産業展示館

① 産業展示館
3号館

① 産業展示館
3号館

③ 多目的広場③ 多目的広場

陸上競技場

野球場

① 産業展示館
4号館

① 産業展示館
4号館

② 駐車場② 駐車場

公園平面図

西部緑地公園

支援物資を
西部緑地公園
(産業展示館)
に集積

支援物資輸送イメージ図

被災地へ
自衛隊ヘリコプター
による空輸

期間︓R6.1.2～R6.3.31

期間︓R6.1.3～R6.3頃

期間︓R6.1.3～R6.2.6

・停電、断水、下水道や浄化槽の被災により、
深刻なトイレ不足となりました。

被 災 直 後

応急対応状況

能登３市３町の道の駅15駅の内、
発災直後からトイレが利用できたのは、
防災道の駅「のと里山空港」のみ。

出典︓国交省記者発表資料

道の駅「狼煙」︓浄化槽被災

道の駅「狼煙」︓仮設トイレ設置

道の駅「あなみず」︓トイレ利用不可

道の駅「織姫の里なかのと」︓断水

道の駅「あなみず」︓コンテナ型トイレ設置

道の駅「織姫の里なかのと」
︓防災トイレ設置

・仮設トイレ等の設置により、R6.4月には、
全駅でトイレが利用可能となりました。

・道の駅「あなみず」においては、福岡県の
道の駅「うきは」から、コンテナ型トイレの
提供を受けました。

課課 題題

工工 夫夫

西部緑地公園

 能登半島地震の発生後、金沢市にある西部緑地公園が活動支援拠点として使用され、駐
車場が支援物資輸送のためのヘリコプター離発着場に、多目的広場が自衛隊の車両基地・野
営地にそれぞれ利用されるなどしました。

公園における既存施設の活用 【コラム】トイレ対応について



84

【施策の４つの柱】

このうち、新しい能登を創造する夢のあるプロジェクトを
「創造的復興リーディングプロジェクト」と位置づけ、創造的復興の象徴として発信

１. 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり
・公共土木施設の復旧促進
・公共インフラ、施設等の強靱化
・災害に強いまちづくり
（住宅の耐震化、無電柱化の促進） など

２. 能登の特色ある生業（なりわい）の再建
・建設産業への就業促進
・七尾港や輪島港などのにぎわい創出 など

４.誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり
・災害リスク情報の見直し
（浸水想定区域、土砂災害警戒区域など）
・道路啓開計画の策定
・サイクルツーリズムの促進 など

３. 暮らしとコミュニティの再建
・仮設住宅等の提供
・住宅再建への支援
（住宅プラン提案、相談会開催）
・金沢城公園の石垣復旧 など

県成長戦略の目標年次である、令和１４年度末までの９年間
短期：令和 ６～ ７年度末（２年後）
中期：令和 ８～１０年度末（５年後）
長期：令和１１～１４年度末（９年後）

【計画期間】

サイクルツーリズムの推進

公共土木施設の復旧

仮設住宅等の提供 金沢城公園の石垣復旧

港湾のにぎわい創出

のと里山空港ICを中心とした幹線道路ネットワークを構築し、金沢や能登地域
の各市町間への移動高速化を図ります。

▷ 能越自動車道の整備加速化（輪島道路、田鶴浜七尾道路）
▷ 能越自動車道の更なる機能強化（のと里山空港IC～徳田大津IC間の４車線化）
▷ のと里山海道の整備加速化（柳田IC～徳田大津JCT間の４車線化）
▷ 珠洲道路・門前道路・奥能登横断道路の高規格化等による整備

高規格化イメージ

▲部分立体

田鶴浜七尾道路
（七尾IC付近）

七尾IC

至 (仮)病院西IC

のと里山海道（柳田IC付近）

柳田IC

至 輪島

至 金沢

至 富山

　単なる復旧にとどまらず、人口減少や高齢化などの課題を踏
まえ、新しい時代にふさわしい地域をつくる「創造的復興」を
目指して、復興の方向性や取組について定めた「石川県創造的
復興プラン」を令和6年6月に策定しました。

　４つの柱に沿って、能登の創造的復興に向けた具体の取組を進めていきます。
土木部においても、公共土木施設の復旧に加えて、公共インフラの強靱化や住ま
いの再建、安全・安心な地域づくりに資する取組を進めていきます。

石川県創造的復興プラン 

創
造
的
復
興
に
向
け
た
取
り
組
み
（
新
た
な
価
値
を
創
造
す
る
イ
ン
フ
ラ
の
実
現
を
目
指
し
ま
す
）

85

【施策の４つの柱】

このうち、新しい能登を創造する夢のあるプロジェクトを
「創造的復興リーディングプロジェクト」と位置づけ、創造的復興の象徴として発信

１. 教訓を踏まえた災害に強い地域づくり
・公共土木施設の復旧促進
・公共インフラ、施設等の強靱化
・災害に強いまちづくり
（住宅の耐震化、無電柱化の促進） など

２. 能登の特色ある生業（なりわい）の再建
・建設産業への就業促進
・七尾港や輪島港などのにぎわい創出 など

４.誰もが安全・安心に暮らし、学ぶことができる環境・地域づくり
・災害リスク情報の見直し
（浸水想定区域、土砂災害警戒区域など）
・道路啓開計画の策定
・サイクルツーリズムの促進 など

３. 暮らしとコミュニティの再建
・仮設住宅等の提供
・住宅再建への支援
（住宅プラン提案、相談会開催）
・金沢城公園の石垣復旧 など

県成長戦略の目標年次である、令和１４年度末までの９年間
短期：令和 ６～ ７年度末（２年後）
中期：令和 ８～１０年度末（５年後）
長期：令和１１～１４年度末（９年後）

【計画期間】

サイクルツーリズムの推進

公共土木施設の復旧

仮設住宅等の提供 金沢城公園の石垣復旧

港湾のにぎわい創出

のと里山空港ICを中心とした幹線道路ネットワークを構築し、金沢や能登地域
の各市町間への移動高速化を図ります。

▷ 能越自動車道の整備加速化（輪島道路、田鶴浜七尾道路）
▷ 能越自動車道の更なる機能強化（のと里山空港IC～徳田大津IC間の４車線化）
▷ のと里山海道の整備加速化（柳田IC～徳田大津JCT間の４車線化）
▷ 珠洲道路・門前道路・奥能登横断道路の高規格化等による整備

高規格化イメージ

▲部分立体

田鶴浜七尾道路
（七尾IC付近）

七尾IC

至 (仮)病院西IC

のと里山海道（柳田IC付近）

柳田IC

至 輪島

至 金沢

至 富山

　単なる復旧にとどまらず、人口減少や高齢化などの課題を踏
まえ、新しい時代にふさわしい地域をつくる「創造的復興」を
目指して、復興の方向性や取組について定めた「石川県創造的
復興プラン」を令和6年6月に策定しました。

　４つの柱に沿って、能登の創造的復興に向けた具体の取組を進めていきます。
土木部においても、公共土木施設の復旧に加えて、公共インフラの強靱化や住ま
いの再建、安全・安心な地域づくりに資する取組を進めていきます。

奥能登地域における幹線道路の強靱化・移動高速化
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キリコ会館
観光交流施設

河井地区

海士地区

輪島崎地区

こども広場旧朝市通り

水産ふ頭

水産ふ頭

災害に強い防災拠点の構築

避難船のための避泊域確保

第四防波堤

第六防波堤

災害に強い粘り強い防波堤の改良

漁船だまり

漁船だまりの機能の再編(多層係留の解消）

生息環境維持とCO2削減のための藻場の造成

遊び場・スポーツ施設の再整備 塚田・稲舟地区

漁業共同利用施設の機能集約・強化

港と市街地の連携強化・
回遊性の向上

クルーズ船の誘致と受け入れ体制の強化

マリンタウン競技場

市民のニーズにあった緑地、憩い
空間のリニューアル

災害復旧事業加速化に向けた
新たな土砂受入先の検討

【中長期復興プラン】

【短期復旧方針】
早期の生業再建やにぎわいの再生に向け、
・被災した施設を段階的に供用させながら、復旧します。
・概ね２～３年の完了を目標として取り組みます。

輪島港の将来的なニーズなども踏まえ、
４つの基本方針のもと創造的復興を目指します。

緑地、憩い空間のリニューアル

漁船だまりの浚渫

能登の特色ある生業の再建 暮らしとコミュニティ（にぎわい）の再生

災害に強く安全・安心な港づくり 環境にやさしく地域に貢献する港づくり

　甚大な被害を受けた輪島港では、早期の復旧・復興に向
け、学識経験者・地元関係者・関係行政機関から構成する
検討会を設置し、「輪島港復旧・復旧プラン」をとりまと
めました。

　眺望に優れた海岸線は、貴重な地域資源でもあります。里山里海や観光地、震
災遺構が点在する半島沿岸部において、国道２４９号や県道大谷狼煙飯田線など
の周遊道路を「能登半島絶景海道」として整備し、道路の強靭化と里山里海との
調和を図りながら半島沿岸部の回遊性を向上し、ルート全体の情報発信等を行う
ことにより、観光資源をつなぎ、能登全域への誘客に努めます。

珠洲市

羽咋市

千里浜IC

富山県
氷見市

総持寺 249

249

249

249

249

159

415

輪島市

禄剛崎

見附島

九十九湾

ボラ待ちやぐら

千枚田

間垣の里

琴ヶ浜

能登金剛

巌門
和倉温泉

塩田村

妙成寺
気多大社

穴水町

志賀町

七尾市

柳田IC

249

249

160

増穂ヶ浦

能登町

▷ 災害時にも通行可能な幅広な路肩整備
▷ 幅広な路肩を活用した自転車走行空間確保
▷ 隆起した海岸を望む道路休憩施設の整備

ハード面

国土交通省より提供

海岸隆起を利用した仮設迂回路
（輪島市野田町）

▷ ブランド化の推進
▷ 情報発信力の強化
▷ サイクルツーリズムの推進

ソフト面

千枚田

能登半島絶景海道の整備 
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キリコ会館
観光交流施設

河井地区

海士地区

輪島崎地区

こども広場旧朝市通り

水産ふ頭

水産ふ頭

災害に強い防災拠点の構築

避難船のための避泊域確保

第四防波堤

第六防波堤

災害に強い粘り強い防波堤の改良

漁船だまり

漁船だまりの機能の再編(多層係留の解消）

生息環境維持とCO2削減のための藻場の造成

遊び場・スポーツ施設の再整備 塚田・稲舟地区

漁業共同利用施設の機能集約・強化

港と市街地の連携強化・
回遊性の向上

クルーズ船の誘致と受け入れ体制の強化

マリンタウン競技場

市民のニーズにあった緑地、憩い
空間のリニューアル

災害復旧事業加速化に向けた
新たな土砂受入先の検討

【中長期復興プラン】

【短期復旧方針】
早期の生業再建やにぎわいの再生に向け、
・被災した施設を段階的に供用させながら、復旧します。
・概ね２～３年の完了を目標として取り組みます。

輪島港の将来的なニーズなども踏まえ、
４つの基本方針のもと創造的復興を目指します。

緑地、憩い空間のリニューアル

漁船だまりの浚渫

能登の特色ある生業の再建 暮らしとコミュニティ（にぎわい）の再生

災害に強く安全・安心な港づくり 環境にやさしく地域に貢献する港づくり

　甚大な被害を受けた輪島港では、早期の復旧・復興に向
け、学識経験者・地元関係者・関係行政機関から構成する
検討会を設置し、「輪島港復旧・復旧プラン」をとりまと
めました。

　眺望に優れた海岸線は、貴重な地域資源でもあります。里山里海や観光地、震
災遺構が点在する半島沿岸部において、国道２４９号や県道大谷狼煙飯田線など
の周遊道路を「能登半島絶景海道」として整備し、道路の強靭化と里山里海との
調和を図りながら半島沿岸部の回遊性を向上し、ルート全体の情報発信等を行う
ことにより、観光資源をつなぎ、能登全域への誘客に努めます。
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能登金剛
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塩田村

妙成寺
気多大社

穴水町

志賀町

七尾市

柳田IC

249
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160

増穂ヶ浦

能登町

▷ 災害時にも通行可能な幅広な路肩整備
▷ 幅広な路肩を活用した自転車走行空間確保
▷ 隆起した海岸を望む道路休憩施設の整備

ハード面

国土交通省より提供

海岸隆起を利用した仮設迂回路
（輪島市野田町）

▷ ブランド化の推進
▷ 情報発信力の強化
▷ サイクルツーリズムの推進

ソフト面

千枚田

能登半島絶景海道の整備 輪島港復旧・復興プラン
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る方々
ボランティア 国土交通省

お世話になっている方々に
この場を借りて御礼申し上げます。

自 治 体

がれきの撤去 屋根瓦の撤去 土砂の撤去

各 協 会

倒木の撤去崩土の除去応急調査の実施

被災状況調査派遣職員との記念撮影

【道路】初動の道路啓開
（県道七尾輪島線：輪島市三井町）

○県内外から多くのボランティアの方々にご支援をいただいております。
（９月末時点205,923人）

○全国の自治体から応援職員を派遣していただき、復旧にご尽力いただいています。

○県内外の建設関係団体より、応急対策工事や調査など、ご支援をいただきました。
○また、本復旧においてもご協力いただいております。

【河川】応急復旧の調整
（大谷川：珠洲市大谷町）

【砂防】砂防施設の現地調査
（牛尾川：輪島市町野町牛尾）

【海岸】海岸の被災状況調査
（宝立正院海岸：珠洲市上戸町）

【港湾】七尾港の復旧状況
（七尾市大田）

○被災状況調査や道路啓開等の応急復旧に加え、本復旧においてもご支援
 いただいております。

災害査定災害査定

国土交通省提供

【道路】海岸からの重機運搬
（輪島市深見海岸）

応援して頂いているボランティア、行政、 団体等 

復
旧
・
復
興
を
支
え
て
頂
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て
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る
方
々
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に
助
け
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【道路】海岸からの重機運搬
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◇復旧・復興ポスター

◇震災の記憶・復興の記録～令和6年能登半島地震アーカイブ～

◇復旧・復興のあゆみ

復旧・復興の状況をポスターにして、県庁や道の駅な
どで掲示しています。

インフラ施設の復旧状況について
被災直後及び現状の写真とともに
紹介しています。

HPアドレス
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanri/202401jishin.html

HPアドレス
https://noto-archive.pref.ishikawa.lg.jp/

QRコード

QRコード

インフラ施設のこれまでの復旧・
復興のあゆみをとりまとめ、定期的
に情報発信しています。

～復旧・復興状況の情報提供について～



令和６年能登半島地震
及び奥能登豪雨による
公共土木施設等の
被害と復旧のあゆみ


